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開会 午前 ９時２９分 

 

○書記（長田大地君） 改めまして、おはようございます。 

  ただいまから決算審査特別委員会を始めさせていただきます。 

  本日は、決算参考資料のナンバー９と指定管理者導入施設の実績についてを使いますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、委員長挨拶、藤原委員長、よろしくお願いします。 

○委員長（藤原正夫君） 改めまして、おはようございます。ご苦労様でございます。 

  きのう、中日を過ぎまして、あと２日間となりました。名残惜しいような感じがしますけ

れども、きょうは一般会計最後の、何といいますか、採決もございますので、あしたからは

特別会計ですけれども、きょうは一般会計最後です。皆様の活発な意見を期待をしながら挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

  ただいまの出席委員は17名であります。定足数に達しておりますので、これより決算審

査特別委員会を開会をいたします。 

  なお、金丸寛委員は欠席、また赤澤厚、松井豊両委員は遅刻する旨の連絡がありましたの

で、ご報告をいたします。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（藤原正夫君） 本日も一般会計の決算審査を行います。 

  限られた時間内の審査であります。委員各位のご協力をお願いをいたします。 

  審査に当たり、質疑は一問一答で行い、質問の際には決算参考資料のページと事業名を言

っていただき、簡潔にお願いをします。 

  また、当局側の答弁も簡潔に説明をしていただきたいと思います。 

  皆さんのご協力をお願いします。 

  それでは、審査に入ります。 

  認定第１号 平成30年度甲斐市一般会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。 

  初めに、学校教育課より、10款教育費、１項教育総務費、２項小学校費、３項中学校費
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のうち、学校教育課の所管の事業について説明を求めます。 

  なお、説明、答弁は、簡潔にお願いをいたします。 

  輿石学校教育課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） おはようございます。 

  学校教育課が所管をします業務は、小・中学校16校、給食センター２カ所、自校方式の

調理場９校の事業となりますので、よろしくお願いをいたします。。 

  それでは、決算参考資料の10ページをお願いします。決算書は114、115ページになりま

す。 

  それでは、10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費からご説明いたします。 

  ナンバー03市単独学校教育支援員等配置事業ですが、支出済額１億1,040万7,634円で、

市内小・中学校16校に配置をしております一般職非常勤職員52人の人件費でございます。

内訳は、学校教育支援員46人、スクールサポートカウンセラー４人、部活動指導員２人で

ございます。 

  次に、ナンバー11学校庶務費ですが、支出済額5,150万5,304円で、市内小・中学校16校

の学校運営に関する共通の事業費でございます。財源内訳その他の財源32万2,993円でござ

いますが、関東全国大会派遣事業分配金、学校関係保険料還付金、ＰＴＡ親子安全会還付金

でございます。事業の内容ですが、就学時・定期健診関係は、小学校への新入学予定児童の

健診の費用と教職員の健康管理に伴う経費でございます。 

  次に、給食関係費ですが、児童・生徒及び教職員の給食費の口座振替の手数料等でござい

ます。 

  次に、学校関係保険料ですが、校外学習等に参加をします児童・生徒、職員、外部講師等

の保険の掛金でございます。 

  次に、学校関係負担金ですが、法令外の負担金、ことばの教室共同設置費負担金、教育協

議会負担金等でございます。 

  次に、学校関係の補助金ですが、校外活動等の補助金、ＰＴＡ親子安全会掛金、芸術鑑賞

教室の経費、体育大会等への出場に対する補助でございます。 

  次に、創甲斐教育の推進事業ですが、国語力向上推進事業や楽しい学校生活を送るための

学級づくり推進事業など、11の事業を実施し、それに係る講師への謝礼や消耗品等の経費

でございます。 

  次に、その他庶務関係ですが、市内16校の図書館管理システムの機器の購入料と、図書
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館ネットワークシステム移行の委託料、それから小・中学校16校に設置しておりますＡＥ

Ｄのリース料、中巨摩地区指導主事の負担金、研究会等への参加旅費等の経費でございます。 

  次に、ナンバー12外国籍児童支援事業、支出済額２万2,000円ですが、外国籍の児童・生

徒が転入した際に、児童・生徒や保護者に対しまして、入学・転入の手続や学校の説明をす

るために通訳が必要な場合の支援事業でございます。 

  次に、決算参考資料11ページをお願いします。決算書は引き続き114、115ページです。 

  １項教育総務費、３目外国人講師招致事業費のご説明を申し上げます。 

  ナンバー02外国人講師、嘱託、非常勤職員等費、支出済額2,073万7,650円ですが、中学

校に配置をしております英語指導助手ＡＬＴの経費で嘱託ＡＬＴ５人分の報酬と共済費でご

ざいます。 

  次に、ナンバー10外国人講師招致事業、支出済額1,801万4,400円ですが、小学校に配置

をしておりますＡＬＴ６人分の委託料でございます。 

  続きまして、決算参考資料は同じく11ページ、決算書は116ページから119ページをお願

いいたします。 

  ２項小学校費、２目教育振興費のご説明を申し上げます。 

  ナンバー01からナンバー11まで、市内11校の小学校費の支出済額１億1,621万9,015円で

ございます。財源内訳の107万9,982円の内訳ですが、国庫支出金として要保護等児童援助

費補助金と県の支出金の主体的・対話的で深い学び推進事業委託金でございます。事業の内

容ですが、各小学校教育振興費といたしまして、市内小学校11校分の教科指導、特別活動

等の消耗品、教科用備品や児童用図書の購入費、校外学習等のバス借り上げ料などの経費で

ございます。 

  次に、各小学校就学援助奨励費ですが、生活が困窮しております世帯に対しまして、学用

品、校外活動費、給食費等を援助する経費で、要保護児童21人のうち学校教育課が補助を

します修学旅行費補助の対象として４人、準要保護児童344人、平成31年度入学予定児童の

入学準備費事前支給が22人、特別支援教育奨励費として特別支援学級在籍児童49人の合計

419人の援助費でございます。 

  次に、各小学校コンピューター管理費ですが、小学校11校のパソコン教室の保守委託料、

リース料、消耗品費等の経費でございます。 

  次に、決算参考資料の12ページを、決算書は118、119ページをお願いいたします。 

  ２項小学校費、３目学校保健費、ナンバー01小学校保健衛生費、支出済額2,093万5,404
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円ですが、小学校11校の学校医の年間報酬、健診の委託料、児童・教職員の健康診断の委

託料、災害共済掛金負担金、保健用の備品、衛生用品等消耗品の購入費等でございます。 

  次に、２項小学校費、４目峡中地区ことばの教室設置費ですが、支出済額は148万8,453

円でございます。財源内訳のその他ですが、ことばの教室共同設置費負担金で、甲斐市、南

アルプス市、中央市、昭和町の各市町の負担金でございます。ことばの教室は竜王南小学校

に設置をしておりまして、言葉に障がいがある幼児、児童に指導を行っております。事業の

内訳でございますが、需用費、役務費、委託料、備品購入費などでございます。その他経費

の研修参加負担金等でございます。 

  次に、決算参考資料は13ページのままで、決算書は120ページから123ページをお願いい

たします。 

  ３項中学校費、２目教育振興費のご説明を申し上げます。 

  ナンバー01から05、市内の５校の中学校費ですが、支出済額は8,438万4,079円でござい

ます。財源の内訳の国・県支出金の内訳でございますが、国庫支出金の要保護等生徒援助費

補助金と県支出金の被災生徒就学支援事業費補助金、道徳教育研究推進校事業委託金でござ

います。事業の内容につきましては、中学校５校分の教科指導及び特別活動等の備品や消耗

品、校外学習や体育大会等のバスの借上料、生徒用図書購入費等の経費でございます。 

  次の各中学校就学援助奨励費ですが、生活が困窮している世帯に対しまして学用品、校外

活動費、給食費等を援助する経費でございます。補助の対象といたしましては、要保護生徒

15人のうち学校教育課が補助をします修学旅行の補助対象生徒４人、準要保護生徒208人、

平成31年度に入学をします生徒の入学準備費事前支給生徒45人、特別支援学級在籍生徒の

特別支援教育就学奨励費16人の合計273人の経費でございます。 

  次に、各中学校コンピューター管理費ですが、各中学校のパソコン教室の保守の委託料、

消耗品等の経費でございます。 

  次に、決算参考資料、同じく13ページ、決算書は122、123ページをお願いいたします。 

  ３項中学校費、３目学校保健費、ナンバー01中学校保健衛生費ですが、支出済額1,031万

5,142円でございます。内容につきましては、中学校５校の学校医の年間の報酬、生徒、教

職員の健康診断委託料、災害共済給付掛金の負担金、保健用の備品、衛生用品等消耗品の購

入費の経費でございます。 

  以上が事務局費から中学校費まででございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 



－313－ 

  以上になります。 

○委員長（藤原正夫君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して、質疑を行います。 

  先に、所管の委員の質疑を行います。 

  所管は総務教育常任委員会であります。 

  質疑はありませんか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） お願いいたします。 

  11ページの小学校の就学援助のところですけれども、要保護児童で４人の修学旅行費の

援助があったということですが、これ以外で、例えば参加できなかったという児童というの

はいらっしゃいますか。この支援を受けていなくても行けなかったという。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 正確には把握をしておりませんが、学校現場からは、家庭の

経済状況が原因で修学旅行に行けなかったという報告は聞いておりませんので、全児童が修

学旅行に参加しているものと把握しております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） これは中学校でも同じでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 中学校でも同様となります。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 10ページの外国籍児童の支援事業、ナンバー12ですか、これは11

人というのは延べ人数ということですか、その対象の。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） これは延べ人数というような形になります。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 主に、この外国籍児童というのは、どういう人たちというか、この
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外国籍というのは、主に親が外国の人なんでしょうけれども、どの辺というか、小学校とし

てはどの辺の小学校なんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） これは小・中学校、両方とも同じ傾向にあるんですけれども、

地区にしますと竜王地区に多く在籍をしておりまして、特に竜王の南部地区に集中している

傾向があります。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） ほかはよろしいですか。 

  ございませんか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） お願いします。 

  今は竜王の南部地区なんですけれども、これだけで11人では割と少ないなと思いますが、

そういう子供さんというのは、既に日本に来て生まれたということで、子供さんのほうが親

御さんよりも日本語がわかるという状態で、子供たちには余り指導がなくても学校へついて

いけるという、そういう子供さんが多いということでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） そこは本当に年度ごとにさまざまでして、今、指摘がありま

したように、本当に日本語がしゃべれない状況の中で、親御さんと一緒にこちらへという方

もいますし、既にこちらに在住していて、お子さんに恵まれたということで、こちらの学校

へという形もあります。こちらの今の説明で指摘がありました、これは外国人の通訳の事業

になりますので、子供たちの学習支援につきましては、県のほうに日本語の指導の拠点校が

ありまして、そちらから要請に応じまして週１時間から２時間、特に日本語の指導を行う教

員が来ておりまして、学習の援助等を行っているという状況になります。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  金丸幸司委員。 

○委員（金丸幸司君） すみません、11ページの各小学校費の中で、入学準備費事前という

のがあるんですけれども、これは要するに生活保護と準用保護で、非課税世帯の方が対象に

なるかと思うけれども、これは今22人とありますけれども、これは対象の方、ほとんど行

ったということでいいんですか、入学の準備費というのは。 
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○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） まず、この就学の支援の制度につきましては、家庭からの申

請行為になりますので、家庭でまず申請をしないと教育委員会で認定ができないということ

が、まず段階としてあります。 

  あと、今、指摘のありましたものにつきましては、入学準備の事前の支給ですので、この

制度が翌年入学をするお子さんの事前支給という制度が本市で始まったのが２年ほど前と記

憶しておりますので、この22名は事前に支給される方で、翌年きちんと入学してから、ま

た申請をしていただく方もいますので、ちょっとそこのところは全体を把握していないんで

すが、あくまで事前支給の方が22名いたというふうに把握をしております。 

○委員長（藤原正夫君） 金丸幸司委員。 

○委員（金丸幸司君） その対象者のところには、通知か何かでお知らせするということはし

ているんですか、事前に対象者というか。 

○委員長（藤原正夫君） 窪田係長。 

○学事係長（窪田美世君） すみません、小学校へ入学する新入児に対しまして、毎年これか

らことしもするんですが、10月、11月に、各校で就学時健診を実施しております。その際

にチラシと申請書を入学児全員にお配りしまして、申請のほうを受け付けしております。 

○委員長（藤原正夫君） 金丸委員。 

○委員（金丸幸司君） それで、最後はご家族というか、その申請をした方が対象になるとい

う、それで手続を進めるという感じでよろしいですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） そのとおりでございまして、申請を受けまして、教育委員会

で認定をした家庭が対象となりますので。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 今、同じ質問なんですけれども、これは外国籍の方で、例えばなかな

か家庭の経済状態が把握できない場合もありますよね。そういう場合のご家庭に対しては、

どんなような通知をしたりしているんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） そうですね、確かに外国籍の親御さんについては、なかなか

日本語が理解できないという難しい状況がありまして、特に複雑な専門用語等は、なおさら
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理解が難しいと思います。そういったものにつきましては、学校のほうで、例えば英語の先

生が通訳を兼ねるとか、あとは先ほど申しました英語の通訳の事業等を活用しまして、詳細

な内容等を伝える中で、書類等の申請漏れがないように学校で工夫をしていただいていると

ころです。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 10ページの１点、お伺いしたいんですが、ナンバー11の学校庶務費

の中の学校関係補助金なんですが、その中に、先ほどのご説明の中に芸術鑑賞もあったかと

思うんですが、この芸術鑑賞は金額は幾らぐらいになっていますでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 小・中学校別に基本的には金額が決まっておりまして、小学

校は１校が32万5,000円です。ただし、学校規模の多い双葉東小学校につきましては増額を

しまして45万円となっております。中学校は全５校が40万円という形になっているところ

です。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） これは国・県支出金なんでしょうか、補助金なんで、財源というのは。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） これは市のほうの一般財源のほうから支出をしております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） そうしましたら、私、ちょっと一般質問したときに、国のほうからの

あれも芸術鑑賞に対してあって使っているところがあったんですが、それは、これとは別な

んですね、ちょっとそこをお聞きします。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 国の補助をいただいていますが、生涯学習文化課のほうで案

内をしております事業になりますので、こちらはひとしく学校現場の学校芸術鑑賞教室とし
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て今言ったような金額を全部市の財源で支出をしているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） その内容を聞きたいんですけれども、音楽関係なのか、舞台関係なの

か、それと大枠のあれでいいんですけれども、大体どんな芸術鑑賞を、これは学校で決める

んでしょうか、どんなふうにやっていますか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） まず内容につきましては、学校で決めていただいております。 

  多くの学校が、いろいろな芸術を体験・鑑賞できるようにということで、年度ごとに、例

えばある学校は今年度は合唱とか、次年度は演劇とか、さらに翌年度は古典芸能とか、多く

のいろいろな伝統芸能など芸術が鑑賞できますように、各学校のほうで決めているという状

況でございます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） そうすると、一般財源からということで、総額は一応幾らになるんで

しょうか、この芸術鑑賞は。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 全て合わせまして570万円という金額になります。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 決して少ない額ではないんですけれども、ぜひ、毎年きっとやってい

らっしゃると思うので、ぜひ継続をして、何があっても、これは削らないようにお願いした

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） 10ページの03部活動指導員２人いらっしゃると思うんですけれども、

そちらの具体的な内容を教えてください。 

○委員長（藤原正夫君） 小山田指導監。 
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○指導監（小山田拓也君） 部活動指導員につきましては、県の補助事業を受けながら、国と

県と、それから市で、３分の１ずつ支出をする形で２名任用をしております。竜王中学校、

それから玉幡中学校、竜王中につきましては柔道部、それから玉幡中は市の特色の１つとも

いえると思いますが、なぎなたの指導ということで入っていただいております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） じゃ、当然そういった競技にたけた方が指導員ということですよね。 

○委員長（藤原正夫君） 小山田指導監。 

○指導監（小山田拓也君） おっしゃるとおりです。長年その競技に携わって、指導経験も豊

富で、また特に玉幡中、なぎなたの指導者については、やはり希少な部活動ですし、指導者

も非常に限られているということですので、少しでも安定した形で業務に当たってもらえる

ようにということで任用をしたところであります。 

○委員長（藤原正夫君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） 今後、ほかの中学とかでも、そういったものをふやしていくお考えは

ありますか。 

○委員長（藤原正夫君） 小山田指導監。 

○指導監（小山田拓也君） 県の事業が平成29年度からスタートして、当初３カ年の事業と

いうことでアナウンスがありました。本市としては、その２年目、昨年度からその事業に加

わりまして、本市としては２年目です。県が３年を過ぎたところでどうするのかというとこ

ろが、正式なところはまだアナウンスがないんですけれども、恐らく継続になるのではない

かということなので、少なくとも市としても継続の意向は持っているところです。ただ、増

員というところになりますと、３分の１、市としても支出をしているところもありますので、

財源のほうともよく検討しながら、ニーズとしては各校持っていると思いますので、検討は

してまいりたいと思っているところです。 

  ただ、今２名ですので、それを５校の中学校に少し回していくような、そんなことも運用

としては考えられるかな思っているところです。 

○委員長（藤原正夫君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） ぜひとも県の事業が終わったとしても、市の単独事業という考えでも

いいと思いますので、ぜひとも特色あることなんで、よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 意見もらいますか、いいですか。 
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  小山田指導監。 

○指導監（小山田拓也君） この部活動任用事業が教員の多忙化対策というふうなことの一環

として行われているということからも、恐らく国・県も継続していくんじゃないかというふ

うな見通しは持っているところです。ですので、その動向も見ながら、また検討してまいり

たいと思います。 

○委員長（藤原正夫君） よろしくお願いしますということで。 

  次にございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） ２点ほどあるんですが、12ページの01の中で、児童・教職員健康診

断委託とありますよね、これは小学校、中学校もあるんでしょうけれども、この教職員のほ

うなんですが、健康診断、これは人間ドックは含まれているんですか、ただ健康診断だけ。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） すみません、通常、健康診断だけでして、人間ドックは含ま

れてはおりません。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 人間ドックの補助というのは、どこに入るものなんですか、これと予

算とは関係ないのかな、厚生年金のほうから出るのかな。 

〔「共済会」「県」と呼ぶ者あり〕 

○委員（五味武彦君） 県か、別ということであればいいや。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） ちょっと100％定かではないんですが、県の教職員組合の共

済のほうで、その補助が出ていると記憶しております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） それで、例えばこの１年間で、疾病もしくは精神的障がい等々で、教

員が休む、休職とか、そういう事例というのは、具体的に何名、発表できればいいんですが、

どういう理由なのかとか、それによって代用教員を充てるべき事態になったのか、ちょっと

教えていただけますか、健康状況。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 
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○学校教育課長（輿石 信君） 把握している限りでは、昨年度につきましては精神疾患とい

うことで小学校の教員１名、中学校の教員１名が休暇というか、そういったものをいただい

ている状況です。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） その方、合計２名ということで、復職されている状況なのか、今、休

職中なのか、現在的にはどうですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 現在は復職をしています。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） わかりました。もう一問、よろしいですか。 

  その下の災害共済給付掛金と、これは中学校にもあるわけですけれども、実際この掛金は、

もちろん掛けなきゃいけないものですけれども、適用例というのはあるんですか。生徒が災

害に遭ったというか、対象、どういう状況の事故なのか、重傷なのかどうなのか、具体的に、

もし教えていただければ、子供の安全なんでお願いします。 

○委員長（藤原正夫君） 萩原保健給食係長。 

○保健給食係長（萩原実香君） 学校の管理下における事故が対象になっておりまして、中学

校とかは部活動のときの事故とかが中心になっております。30年度でいうと、発生が367件

ありました。 

〔「そんなにあるの」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 結構あるんですが、その中で結構重傷というか、重篤というか、そう

いう事例というのはあるんですか。亡くなったということはなかろうと思うんですけれども、

一番最もひどかった例というのを、ちょっと教えていただけますか。 

○委員長（藤原正夫君） 萩原係長。 

○保健給食係長（萩原実香君） 骨折が110件ほど、あと打撲、打傷がやっぱり100件ほど、

あと捻挫が65件になります。重篤のものはありませんでした。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） それは学校校内での事故というか、そういったことなんですけれども、

この場合は登下校中の、要するに家から出てから帰るまでの保険なのか、それとも学校に入

った時点から発生するものなのか、どうなんですか、どこまで言うべきものなんですか。 
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○委員長（藤原正夫君） 萩原係長。 

○保健給食係長（萩原実香君） 通常の登校ルートで登下校している場合は対象になります。 

○委員（五味武彦君） なるほどね、そこまでね、結構です。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  清水正二委員。 

○委員（清水正二君） すみません、10ページの12の外国籍児童支援事業の通訳ということ

で、この外国人の子供というのは、今どのくらい学校に在籍しているんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 窪田係長。 

○学事係長（窪田美世君） 小学校が11校全校で30年度は34名、中学校が５校で16名、合わ

せて50名、前年度は在籍をしておりました。 

○委員長（藤原正夫君） 清水委員。 

○委員（清水正二君） それで、やっぱり子供の言葉というのは大変だと思うんだけれども、

これを見ると延べで11人ということですよね。どのぐらいということだ、時間にしても11

時間ということですか、これはあれで言うと。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） この外国籍児童支援事業につきましては、特に外国籍を持つ

家庭の親御さんに、いろいろ入学の手続とか、そういった専門的な説明をするときに活用し

ていただいております。通常の児童・生徒の日本語指導におきましては、県のほうで県内に

幾つかの日本語指導の拠点校を決めまして、そこで日本語の指導を専門とする教員が配置さ

れておりますので、各学校の要請に応じまして、１人の子供につきまして週１時間から２時

間、その学校へ出向きまして、学習支援とか言葉の指導を行っておりますので、そちらのほ

うを県の事業を活用して学習の援助とか補助を行っているという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 清水正二委員。 

○委員（清水正二君） 今、入学児の親御さんとかということなんですけれども、外国人別の

今の在住のそれを見ると、非常に多国籍というか、いろいろありますよね。これでいくと、

そんなに通訳として限られた部分の言葉の通訳というか、そんなふうに感じられるんだけれ

ども、実際には、何ですか、英語圏だけではなくて、いろいろなところがあると思うんです
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が、そこら辺のところはどうなんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 今、指摘がありましたとおり、本当に多国籍化というか、多

様化しておりまして、先ほど言った50名の中も、恐らく国にしますと10カ国ぐらい、中国

の関係が多いんですけれども、10カ国にわたっております。通訳の回数が延べ11人という

ことで少ないという指摘があったんですけれども、子供が非常に日本語の習得が早いですの

で、子供が母親、父親の母国語と日本語の通訳的な役割を果たせますので、非常に難しい説

明については、子供が仲介役になって、教師から聞いた日本語を、その母親の母国語で伝え

るというような形で、通訳的な役割を兼ねて、それでかなり補完できているところがあると

把握しております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 清水委員。 

○委員（清水正二君） 多分、私もそういった人と触れ合うときがあるんですけれども、聞く

とやっぱり子供が通訳的なという、だけど中には子供が母国語を知らなくて、日本でもって

産まれてという子供さんもいるんですよね。いろんな意味で、その親御さんということであ

れば、学校現場だけではなくても、いろんな面でも社会性というか、そういった中のものを

やっていくというと、この事業というのはすごく大事なことだと思うんですよね。学校教育

に関することだから、それだけなのかもしれないけれども、ほかのそういったものと、防災

であるとか、いろんな面のものでも、そういったものと連携していくということも必要じゃ

ないかと思うんですよね。予算的にもこれだけなので、これからは、だんだん重要になって

くると思うんですよ、外国人、今の日本の現状からするとね。そういったことで、ぜひ充実

した形でお願いしたいと思います。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） すみません、10ページの11学校庶務費なんですけれども、その中に

学校関係負担金があるんですけれども、これはさっきの説明だとことばの教室の負担金が入

っているんですけれども、甲斐市の負担金は幾らになりますか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 甲斐市につきましては、昨年度、負担金といたしまして64

万6,078円を負担をしているところでございます。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 
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○委員（横山洋介君） それが12ページの峡中地区ことばの教室の設置のほうに入っている

と思うんですけれども、ほかの自治体とは均等で割っているんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） そうですね、ことばの教室につきましては竜王南小学校に設

置してあるんですが、共同設置ですので、甲斐市のほか、南アルプス市、中央市、昭和町の

４市町で共同設置しておりますので、それぞれの市町に負担していただいております。負担

の額につきましては、各市町の児童・生徒割というような形で算出をしているところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） ちなみになんですが、それぞれの額を教えてもらっていいですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） すみません、南アルプス市が56万6,928円、中央市が22万

6,168円、昭和町が15万9,826円となっております。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） それで、予算に対して支出がこの額なので、若干余っていますね。そ

の余った金額というのはどうなるんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） すみません、私がきちんと把握しておりませんで、ちょっと

ここで答えられませんので、まだ確認をしてお伝えをしたいと思います。申しわけありませ

ん。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

○委員（横山洋介君） いいんですけれども、その余った金額がプールされて、翌年に行って

いるのかどうかというのは、ここのだとわからないので、これが最終的に甲斐市のほかのと

ころに行っちゃっているのかどうかもわからないので、そこをちょっと詳しくお願いします。 

○委員長（藤原正夫君） いいですか。じゃ、そんなことも含めて、あとで回答をお願いしま

す。 

  ほかに。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） １点だけ、小・中学校の保健衛生費の中で、先ほど骨折とか打撲、捻
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挫というお話がありました。そのほかに、給食のアレルギーでの事故というのは、年間を通

してどこもなかったということでよろしいんですかね。 

○委員長（藤原正夫君） 次に給食費で、これは保健のほうだからあれか。次で給食費ではあ

ると、保健のほうで対応になるとか、いいですか。 

  輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 昨年度は食物アレルギーによります大きな事案というのは発

生をしていないと確認をしております。ただし、各学校にアレルギーを持つお子さんがふえ

ていますので、給食のメニュー等を事前に見ながら、家庭と相談の上、その日は代替食にし

ていただくとか、そういった対応をしておりますので、また重篤なアナフィラキシーに発展

するおそれのある子につきましては、学校のほうでエピペンを保管をしておりまして、緊急

に対応ができるようにしておりますけれども、昨年度はエピペンを使用したという例は聞い

ていませんので重篤なものはないと、そのように把握をしております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） すみません、さっき聞き忘れたところが１つあるんですけれども、

13ぺージの中学校費の中で、各中学校教育振興費、この中の説明で、被災生徒を含むとい

うことがあったんですよね。この被災生徒というのは、具体的に中学校に何名いらっしゃる

のか。それがいつまで県のほうからの支出もあるんでしょうけれども、どういう制度なのか、

ちょっと教えていただけますか。 

○委員長（藤原正夫君） 窪田係長。 

○学事係長（窪田美世君） 被災生徒は昨年度１名、中学校のほうに被災された生徒が竜王中

学校におりまして、６月までいらっしゃって転出をされたんですが、その生徒さんに対して

就学援助費の支給をしました。内容ですけれども、就学援助費のほうは、その際、事務用品

費、給食費についての支払いをしています。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） これは制度として市が独自に持っているものなのか、それとも県のあ

れに合わせてやっているのか、この辺はどうなんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 窪田係長。 

○学事係長（窪田美世君） 国からの補助金が２分の１出まして、それに合わせて支給をして

います。 
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○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） ということは、今後、発生したらば、その対応をするということでい

いんでしょうかね、そういう事例があった場合。 

○委員長（藤原正夫君） 窪田係長。 

○学事係長（窪田美世君） 県からも毎年調査もありまして、転入されて甲斐市内の小・中学

校へ在籍した場合は対応を行いたいと思います。 

○委員（五味武彦君） ありがとうございました。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） なければ、これで委員の質疑を終了します。 

  次に、４項学校給食費及び５項幼稚園費について説明を求めます。 

  輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） それでは、学校給食、幼稚園関係についてご説明を申し上げ

ます。 

  決算の参考資料は14ページを、決算書は引き続き122、123ページをお願いします。 

  ４項学校給食費、１目給食センター費のご説明を申し上げます。 

  敷島地区及び双葉地区はセンター方式で給食の提供を行っておりまして、敷島給食センタ

ーは敷島地区小・中学校４校分、双葉給食センターは双葉地区小・中学校３校分の給食を提

供しております。 

  ナンバー01給食センター関係職員費ですが、支出済額1,505万4,855円で、両センターの

正規職員２人分の人件費でございます。 

  次に、ナンバー02給食センター関係嘱託・非常勤職員等費ですが、支出済額7,029万

4,149円で、給食センター２カ所に配置をしております一般職非常勤職員32人分の賃金等で

ございます。 

  次に、ナンバー03給食センター運営費ですが、支出済額２億2,469万2,805円でございま

す。財源内訳その他の１億6,010万4,294円は、敷島、双葉地区７校の小・中学校給食費の

現年度分でございます。事業内容ですが、給食センター２カ所の運営の経費で、賄い材料費

と管理費としての委託料、備品購入費、消耗品費、燃料費、修繕費等でございます。 

  次に、決算参考資料15ページを、決算資料は124、125ページをお願いします。 

  ４項学校給食費、２目学校給食費、ナンバー01学校給食費ですが、支出済額２億3,498万

7,915円でございます。財源内訳のその他でございますが、竜王地区９校の小・中学校給食
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費現年度分と廃油の引き渡し料でございます。事業内容ですが、竜王地区の小・中学校９校

の自校方式による給食の運営経費で、賄い材料費とその他給食運営費として委託料、備品購

入費、消耗品費、修繕費などの経費でございます。 

  次に、５項幼稚園費、１目幼稚園費、ナンバー03幼稚園等助成事業費ですが、支出済額

13万9,035円で、市内に２つあります私立幼稚園に対する運営費の補助金と災害共済掛金の

補助金でございます。 

  次に、ナンバー05幼稚園就園奨励費ですが、支出済額2,515万1,600円で、市内在住の園

児が市内外の私立幼稚園に入園している場合に、保護者の経済的負担を軽減することを目的

としまして交付をします補助金でございます。財源内訳の国・県の支出金ですが、幼稚園就

園奨励費補助金833万1,000円でございます。 

  以上で学校給食費から幼稚園費までの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

  以上になります。 

○委員長（藤原正夫君） 説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  先に、所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 給食センター運営費のところで、消耗品の特に敷島なんですけれども

3,199万という多額の金額、これは内容をちょっと教えていただけますか。 

○委員長（藤原正夫君） 早川学校給食センター所長。 

○敷島・双葉学校給食センター所長（早川英彦君） お答えいたします。 

  この消耗品費等の中には、燃料費、光熱水費、修繕費、役務費等が入っておりまして、こ

の中でも、特に敷島給食センターにつきましては、ボイラーまたは冷暖房機等々、施設に設

置してあります機器、ほとんど全てがガスを燃料として賄われております。そのガスの燃料

費がほとんどといいますか占めております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） そうすると双葉はガスじゃないということで、双葉とは倍違うんだよ

ね、基本的に。双葉は1,500万だけれども、敷島は3,100万ということで、そんなにガスが
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高くなるのかね。 

○委員長（藤原正夫君） 早川所長。 

○敷島・双葉学校給食センター所長（早川英彦君） お答えいたします。 

  双葉につきましては、主な燃料につきましては灯油でございまして、ボイラーがそれにな

りますけれども、やはり灯油とガスとでかなり金額が異なりまして、どうしても敷島のほう

が金額が高くなっていると、そういう状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 毎年これは1,500万違うとなると、えらい金額が変わるんだけれども、

これは検討する余地があるんじゃないかな。ボイラーというのは、どのくらいかかるものか

わからないけれども、その辺もちょっと検討して、灯油のほうが安けりゃ安いなりに、今後

考えていく必要があるんじゃないか。これはちょっと余りにも倍だからね、ちょっと高過ぎ

るような気がするんだけれども、その辺はどうですか。 

○委員長（藤原正夫君） 早川所長。 

○敷島・双葉学校給食センター所長（早川英彦君） お答えいたします。 

  確かにおっしゃるとおりだと思います。ただし、施設が、今はガスで全て賄えるという施

設になっておりますので、早急にそれを灯油にというふうな格好になりますと、設備全体を

交換するような格好になりますので、これにつきましては、また今後の検討課題であると思

います。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ぜひ、その辺も検討してもらって、賄いの量なんかそんなに変わらな

いよね、結局。びっくりするような、恐らく人数は変わらないと思うんだ、基本的にね。そ

こだけがえらい違うということになると、これはやっぱり検討する必要があるかと思うんで、

ぜひ、それは今後、来年すぐ変えろとはいかないかもしれないけれども、これは検討する余

地があると思いますよ。どうでしょうか、課長、その辺は。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 今、指摘がありましたことを含めまして、今後、学校教育課

として検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございませんか。 
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〔発言する者なし〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を受けます。 

  清水正二委員。 

○委員（清水正二君） 今の赤澤委員のあれなんですけれども、備品費とか消耗品費とか、こ

のセンターのと学校ので見ると、備品と消耗品費が竜王の分と比べると随分開きがあるんで

すね。先ほどの消耗品費とか備品費が係長のそれでいくと、これがそこら辺のところでいく

とある程度近い数字にならなきゃならないんだけれども、そこら辺のところがすごく開きが

あるんだけれども、消耗品費がエアコンだとか、そういった光熱費の部分が入っているとい

うことになっていると、随分そこら辺の開きがあるんだけれども。 

○委員長（藤原正夫君） それのあれですか。 

○委員（清水正二君） それのちょっと説明というか。 

○委員長（藤原正夫君） 荻原係長。 

○保健給食係長（荻原実香君） 自校の分の光熱水費につきましては、給食費のほうで計上し

ているのではなく、教育総務課のほうの節の管理費のほうで計上しておりますので、竜王分

の消耗品費につきましては、洗剤や手袋、パック等の消耗品費のみになりますので、金額が

センターと異なっております。 

○委員長（藤原正夫君） 清水正二委員。 

○委員（清水正二君） 今言う、その消耗品とか備品費、学校自校方式でいくと、これは委託

ということで入っているんで、そこら辺の備品とか、そういったものがその中にも含まれる

のかどうかという部分もあるんだけれども、それでいくと、我々とすれば自校方式、センタ

ー方式はどっちがいいんだなというふうな比較の検討にもかかわってくるんだけれども、そ

ういった意味で、そこら辺のところが対比がなるようなものでないと、ちょっとそこら辺の

判断も難しいかなと思うんで、そこの何というかな、区分けというか、そこら辺のところは

どうなんだろうな。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 確かにこの表記の仕方ですと、給食センターの運営費の部分

と給食、自校の部分の経費の比較が非常にしにくい状況になっておりますので、今後また記

載の仕方については、ちょっと検討しまして、両方の運営費が比較できるような形でまた提

示できるように工夫してまいりたいと思います。 

  以上です。 
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○委員長（藤原正夫君） 清水正二委員。 

○委員（清水正二君） そういった形でお願いします。今、赤澤委員のほうからも指摘があり

ましたけれども、備品費と消耗品費、その辺のところの額というのも、そこら辺の検討の余

地があろうかと思うんで、燃料とか、そこら辺のところ、そういった形でお願いします。 

○委員長（藤原正夫君） 答弁はいいですか。 

  じゃ、そういうことで、よろしくお願いします。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 15ページの給食費の、これはいつも私、前回も聞いている、ここに

書いてあるんだけれども、予算のときに、その他給食運営費1,800万とかと組んであって、

決算になるとそれがなくなって、それがどこかに振り分けているようで、トータル的に数字

が合っているとなっているんだけれども、これが29年度の決算にもそうなっている、30年

の予算のときには、そういう項目が出てくるのに、また30年の決算には出てこないという

のは、これはどういうことなんですか。説明するのに聞くほうがわからないじゃないですか。 

○委員長（藤原正夫君） ちょっと休憩します。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時２７分 

 

○委員長（藤原正夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 今、30年の予算の参考書、手元にあるものを見させていた

だきました。確かに今、指摘がありますとおり、決算につきましては備品購入費、消耗品費

等という分けで金額が載っているんですが、予算書につきましては、運営費というような形

で一まとめにしてありますので、そこのところがわかりにくいという指摘であると思います

ので、また次年度、今年度の決算、これから、そこはまた整合性がとれるように、こちらも

また比較ができるような記載の仕方にぜひしていきたいと思います。どうも申しわけありま

せん。 

○委員長（藤原正夫君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） じゃ、予算を組んでいる人と決算をやっている人が違う人がやって、
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こういう書類になって出てくるということですか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 基本的には作成する担当者は同じなんですけれども、前年度

も指摘があったということがありましたけれども、こちらのほうで担当課のほうで、それは

きちんと把握をしておりませんで、それぞれ決算書を、予算書の前年度の形を踏襲してここ

まで来てしまっていると思いますので、今回また改めてそういう指摘を受けましたので、こ

れ以降は予算書、決算書の事業内容等が一致しますように記載をしていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） きょうで、このような質問が３回目ぐらいになっているんだ、実は。

だから、やっぱり議会に説明するんだから、項目と内容がわかりにくくしようみたいなふう

に見えたじゃまずいから、ちゃんとやって、お願いします。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） 今後そのように、ぜひ対応してまいります。申しわけありま

せん。 

  ほかにございませんか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 私立幼稚園の就園奨励費なんですが、国基準100％になったというこ

とで、決算もいいんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 輿石課長。 

○学校教育課長（輿石 信君） そのとおり100％の補助率という形で昨年と同じになります。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） あと、補助金が予算では10園でしたけれども、決算では11園になっ

ていますけれども、このふえたところはどこでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 補助金が11園、どことどこか。 

  窪田係長。 

○学事係長（窪田美世君） ふえた園はどこかということでよろしいですか。韮崎の愛生幼稚

園に１名入園してふえました。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  伊藤委員。 
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○委員（伊藤 毅君） すみません、今の就園奨励費で、ちょっと委員会で言っていたら申し

わけないですけれども、消費税増税の関係で、この奨励費というのはどうなるんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 窪田係長。 

○学事係長（窪田美世君） 子ども・子育て支援法のほうは５月に改正になりまして、10月

から新しい制度が始まりますので、今まで就園奨励費の対象でした新制度に２校の幼稚園が

対象になるんですけれども、そちらの園に対しては、この９月で就園奨励費は終わりになり

ます。制度はなくなりまして、10月からは無償化ということで、保育料入園料については

施設利用給付費ということで補助を行っていきます。 

○委員長（藤原正夫君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） すみません、14ページの給食センター運営費と、学校給食費で財源

内訳その他というのが多分給食費だと思うんですけれども、これで未納の方とか、そういう

方はいらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 荻原係長。 

○保健給食係長（荻原実香君） 平成30年度の未納世帯が78世帯なります。 

○委員長（藤原正夫君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） その方に対する何か対応というのは、給食自体は提供されているんで

すか。 

○委員長（藤原正夫君） 荻原係長。 

○保健給食係長（荻原実香君） 給食は提供されております。あと甲斐市教育委員会のほうで

臨戸訪問を行ったり、学校のほうの教師の先生方にもご協力を得た中で、徴収のほうは向上

に努めております。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

○委員（谷口和男君） はい。 

○委員長（藤原正夫君） 樋口教育部長。 

○教育部長（樋口 充君） 先ほど横山委員からお話がございました峡中地区のことばの教室

の差額の関係なんですけれども、金額的には11万547円になるかと思います。こちらにつき

ましては、翌々年度に甲斐市のほうで特別負担金として支出をして、その金額が合うような

形になります。 

○委員長（藤原正夫君） 翌々年度。 

○教育部長（樋口 充君） はい。 
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○委員長（藤原正夫君） 翌年じゃなくて翌々年度、金額は11万だそうです。よろしいです

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、これで委員の質疑を終了します。 

  これで、10款教育費、１項教育総務費から５項幼稚園費のうち、学校教育課所管の事業

についてを終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員の入れかえを行います。 

  それでは、10時50分からです。よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時４９分 

 

○委員長（藤原正夫君） それでは会議を再開します。 

  説明・答弁については、簡潔にお願いをします。 

  10款教育費、６項社会教育費について、生涯学習文化課、図書館の順に説明を求めます。 

  飯沼生涯学習文化課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お疲れさまございます。 

  それでは、生涯学習文化課の平成30年度決算について説明をさせていただきます。 

  決算書は、124ページから129ページとなります。 

○委員長（藤原正夫君） ちょっと課長、すみません、よろしいですか、そのままで。 

  申しおくれました。有泉委員につきましては遅刻の旨の連絡がありましたので連絡をして

おきます。すみません、よろしくお願いいたします。 

  続けてください。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 続けます。 

  説明は決算参考資料でさせていただきますが、参考資料ナンバー９の16ページをお開き

ください。 

  10款教育費、６項社会教育費、１目社会教育総務費、01社会教育関係職員費、支出済額

5,901万2,496円は生涯学習文化課の職員８人分の人件費でございます。 

  02社会教育関係嘱託・非常勤職員等費、支出済額182万8,592円は、平成30年度にオープ
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ンいたしました竜王中部公園セミナーハウスの嘱託職員１人分の人件費でございます。 

  10社会教育総務費、支出済額1,390万2,593円は社会教育委員16人、また青少年育成推進

委員109人の報酬、竜王中部公園セミナーハウス所長の報酬、また社会教育委員研修経費等、

社会教育に係る事業関連経費でございます。各種負担金につきましては、県及び峡中地区カ

ウンセラー会等への負担金でございます。市補助金の３団体でございますが、内訳は甲斐市

文化協会に209万円、青少年育成甲斐市民会議に857万9,000円、また日本和太鼓ジュニアコ

ンクールへ出場をされました竜王信玄太鼓保存会に10万2,000円でございます。 

  11生涯学習推進事業、支出済額286万6,959円は、講座講師謝礼、各小・中学校で青少年

教育事業として実施をいたしました講師謝礼等のほか、成人式開催経費の参加者記念品代、

会場借り上げ料等。また甲斐市小中学校音楽祭経費の会場設営委託料、児童・生徒送迎バス

代、楽器運搬等。山県大弐書道展経費は、参加賞のほか開催に伴う消耗品等でございます。

他人の子もほめて叱る運動経費は、駅前での啓発活動の啓発物品等でございます。生涯学習

推進事業関連経費につきましては、書道講座等生涯学習推進事業に関する消耗品費、各種通

知郵送料でございます。 

  12竜王中部公園セミナーハウス管理運営費、支出済額574万6,682円は、平成30年度にオ

ープンいたしましたセミナーハウスの管理運営費でございます。財源内訳のその他148万

4,756円は、セミナーハウス施設使用料及び複写手数料でございます。事業内容は、ふれあ

い講座開催講師謝礼、光熱水費、その他消耗品等のセミナーハウス管理経費、清掃、警備、

維持管理に係るセミナーハウス管理委託経費及びふれあいまつり補助でございます。 

  17ページをお願いいたします。 

  ６項社会教育費、２目公民館費、01公民館関係職員費、支出済額2,209万8,132円は職員

３人分の人件費でございます。財源内訳その他31万8,818円は、敷島公民館使用料97万

8,610円の一部が充当されております。 

  02公民館関係嘱託・非常勤職員等費、支出済額1,771万5,605円は館長２人分、社会教育

指導員４人、青少年育成カウンセラー３人の人件費でございます。財源内訳、国・県支出金

336万円につきましては、福祉課所管の地域自殺対策強化事業の県補助金403万5,000円の一

部が充当されております。 

  10公民館庶務費、支出済額410万3,024円です。事業内容は、公民館運営審議会委員15人

及び館長４人の報酬。公民館事業関連経費といたしましては、参考図書及び公民館利用申請

書の印刷代等でございます。公民館まつり実行委員会等補助金につきましては、竜王北部公
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民館ほか３つの公民館と３つの地域ふれあい館のそれぞれの公民館まつりへの補助金でござ

います。 

  11竜王北部公民館管理運営費は、支出済額854万5,627円です。財源内訳、国・県支出金

13万円につきましては、先ほどの02公民館関係嘱託・非常勤職員等費と同様に、地域自殺

対策強化事業の県補助金の一部が充当されております。また財源内訳のその他253万4,638

円は、公民館使用料、複写手数料でございます。事業内容は、ふれあい講座開催講師謝礼、

家庭教育支援カウンセリング等の謝礼でございます。公民館管理経費は光熱水費、消耗品費

等、公民館管理委託経費は清掃、警備、維持管理業務委託でございます。 

  なお、以下の公民館の公民館管理経費及び公民館管理委託経費の内容は同様となります。

また備品購入につきましては、こちらは消火器とありますが、これ以外に研修室の机を購入

しておりますので訂正をお願いいたします。こちらは消火器３万8,880円と研修室の机26万

820円でございます。 

  13竜王南部公民館管理運営費は、支出済額797万5,533円です。財源内訳のその他136万

6,650円は、公民館使用料、公衆電話使用料、複写手数料でございます。事業内容は、ふれ

あい講座開催講師謝礼、公民館管理経費及び管理委託経費でございます。 

  18ページをお願いいたします。 

  14敷島公民館管理運営費は、支出済額79万5,212円です。財源内訳、国・県支出金13万円

につきましては、先ほどの17ぺ－ジの02公民館関係嘱託・非常勤職員等費と同様に、地域

自殺対策強化事業の県補助金の一部が充当されております。また財源内訳のその他66万

5,212円は公民館使用料の一部と複写手数料でございます。事業内容は、ふれあい講座開催

の講師謝礼、家庭教育支援カウンセリング等の謝礼でございます。その他公民館管理経費と

なります。敷島公民館につきましては、他の公民館より決算額が低くなっておりますが、敷

島総合文化会館と複合施設となっておりますので、光熱水費や維持管理経費等は３目の文化

会館費に計上してございます。 

  続きまして、15地域ふれあい館管理運営費は、支出済額425万9,890円です。財源内訳の

その他３万4,157円は地域ふれあい館使用料です。事業内容は、ふれあい講座開催講師謝礼

として、睦沢、清川、吉沢の地域ふれあい館で行った講座の講師謝礼でございます。地域ふ

れあい館管理経費は、３館の消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料等でございます。地域ふれ

あい館管理委託経費は、３館の消防設備保守点検、浄化槽保守点検等でございます。また工

事請負費につきましては、吉沢地域ふれあい館のフェンス設置工事でございます。 
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  16双葉公民館管理運営費は、支出済額1,047万9,377円です。財源内訳、国・県支出金13

万円につきましては、先ほどと同様に自殺対策強化事業の県補助金の一部が充当されており

ます。また財源内訳のその他114万7,378円は、公民館使用料と複写手数料でございます。

事業内容は、ふれあい講座開催講師謝礼、家庭教育支援カウンセリング等の謝礼でございま

す。そのほか公民館管理経費及び管理委託経費、非常灯交換等の工事請負費、消火器等の備

品購入費となります。 

  19ページをお願いいたします。 

  ６項社会教育費、３目文化会館費、01敷島総合文化会館管理運営費は、支出済額5,256万

1,618円です。財源内訳の市債2,610万円は合併特例債で、大ホール天井耐震工事請負費に

充てております。その他の191万7,884円は施設使用料でございます。事業内容は、総合文

化会館管理経費及び管理委託経費、大ホール天井耐震工事監理業務委託、工事請負費として、

大ホール天井耐震工事及び２階の研修室のエアコン改修工事でございます。 

  02双葉ふれあい文化館管理運営費は、支出済額１億2,670万2,656円です。財源内訳の市

債7,330万円は合併特例債で空調設備改修の工事請負費に充てております。財源内訳、その

他1,190万5,776円は、双葉ふれあい文化館の電気使用料でございます。事業内容は、双葉

ふれあい文化館管理経費として、電気料、舞台吊物ロープの修繕、指定管理委託料、空調設

備改修工事監理業務委託、空調設備改修、また漏水補修の工事請負費となります。 

  20ページをお願いいたします。 

  ６項社会教育費、４目文化財保護費、01歴史民俗資料館等文化財施設管理運営費、支出

済額29万1,518円は、展示資料整理等作業員の賃金、資料館整理室の光熱水費、消耗品等施

設管理運営経費、消防設備保守点検委託料でございます。 

  02文化財保護事業は、支出済額255万3,751円です。財源内訳の国・県支出金128万5,000

円は山梨県文化財保護条例による事務委託金でございます。事業内容は、文化財保護審議会

委員５人の報酬、歴史講座講師への謝礼、また天狗沢の史跡管理１名の報償でございます。

保護事業事務等経費は、文化財保護審議会委員研修経費、職員研修旅費、事務消耗品、通信

運搬費等でございます。史跡維持管理等役務費は双葉竜地地内の市指定史跡でございます黄

梅院敷地内ほか２カ所の高木植木の剪定伐採業務に係る手数料でございます。史跡等維持管

理委託は、史跡内周辺の除草作業等の委託料でございます。工事請負費は、山縣神社手水屋

標識柱１基の設置工事でございます。指定文化財保存活用補助金12件につきましては、市

内に所在する国・県・市の指定となっております文化財の修復や保存に係る補助金でござい
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ます。 

  03文化財調査事業は、支出済額1,676万7,967円です。財源内訳の国・県支出金341万円は、

埋蔵文化財調査事業補助金といたしまして、国から249万円、県から92万円の合計の金額で

ございます。その他の578万円は、都市計画道路田富町敷島線埋蔵文化財調査受託事業とい

たしまして450万6,000円、また民間企業による宅地造成工事に伴う埋蔵文化財調査負担金

といたしまして127万4,000円の合計でございます。事業内容は、試掘調査等作業員延べ

1,421人分の賃金、調査事務等運営経費といたしましては消耗品、燃料費、報告書の印刷製

本費等でございます。調査委託料につきましては遺跡情報管理システム更新業務委託、遺跡

調査測量委託等に関する経費でございます。借上料は発掘調査に伴う重機、車両、仮設トイ

レ等の借上料でございます。 

  続きまして、最後になりますけれども、別冊の決算参考資料をごらんいただきたいと思い

ます。こちらの資料になりますけれども、市指定管理者ですね、平成30年度の決算参考資

料、指定管理者導入施設の実績についてについて説明をさせていただきます。 

  20ページ、21ページをお願いいたします。 

  双葉ふれあい文化館の実績について説明をさせていただきます。 

  指定管理者は公益財団法人やまなし文化学習協会です。公募による選定で、平成28年度

から令和２年度までの５年間の契約期間であり、平成30年度は３年目でありました。 

  利用の状況でございますが、前年度と比較いたしまして開館日は変わりませんが、利用件

数が６件、利用者数が629人増加しております。 

  自主企画事業の開催状況は、芸術文化鑑賞事業５事業、市民参加型事業７事業、その他事

業２事業を実施をしております。 

  指定管理料は3,689万円でございます。 

  21ページをお願いいたします。 

  平成30年度収支決算の状況でございますが、一番下をごらんください。 

  収入済額は5,011万4,239円、支出済額は5,048万7,427円で、平成30年度の収支は37万

3,188円の赤字でございました。 

  生涯学習文化課の平成30年度決算の説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 続いて図書館、保坂図書館長。 

○図書館長（保坂和也君） お疲れさまです。 

  それでは、図書館所管の平成30年度決算につきましてご説明させていただきます。 
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  決算書は、128ページから131ページになります。決算参考資料は26ページ、27ページに

なります。説明は決算参考資料でさせていただきます。 

  決算参考資料の26ページをお願いいたします。 

  10款教育費、６項社会教育費、５目図書館費、01図書館関係職員費です。支出済額6,610

万499円となっており、財源内訳は全額一般財源であります。事業内容につきましては、図

書館３館の一般職員９人分の人件費であります。 

  続きまして、02図書館関係嘱託・臨時職員等費ですが、支出済額2,948万4,988円となっ

ており、財源内訳は全額一般財源であります。事業内容につきましては、３館の一般職非常

勤職員12人分の人件費であります。 

  続きまして、10図書館庶務費ですが、支出済額1,579万6,534円となっており、財源内訳

は全額一般財源であります。事業内容につきましては、図書館協議会の委員10人分の報酬、

パート職員の賃金、職員能力向上のための研修旅費、図書館カレンダー印刷及び消耗品であ

ります。 

  続きまして、11図書館施設管理事業ですが、支出済額1,214万8,087円となっており、財

源内訳は、その他財源18万6,379円、一般財源1,196万1,708円であります。その他財源は図

書館の使用料と図書館資料複写手数料、図書館資料弁償代等を充当しております。事業内容

につきましては、図書館の光熱水費、施設の清掃及びエレベーター保守点検業務、機械警備

等に関する施設維持管理の委託経費、また竜王図書館の修繕費などであります。 

  続きまして、12図書館資料購入事業ですが、支出済額2,910万1,103円となっており、財

源内訳は、その他財源1,161万8,000円、一般財源1,748万3,103円であります。その他財源

は山梨県市町村振興協会市町村交付金で、市町村振興事業の宝くじの収益金を充当しており

ます。事業内容につきましては、一般用及び児童用の図書、視聴覚資料の購入費、また新刊

図書や視聴覚資料に管理用の処理を施しますデータの作成委託、雑誌、新聞の購入費、雑誌、

新聞記事のデータベースの使用料であります。 

  続きまして、13図書館事業ですが、支出済額169万1,987円となっており、財源内訳は、

その他財源７万848円、一般財源162万1,139円であります。その他財源は山県大弐の書籍販

売の収入を充当しております。事業内容につきましては、３館の各種のイベント事業の講師

謝礼等、事業にかかわる消耗品、印刷等、また映画上映会のソフトの借上料などであります。 

  27ページをお願いします。 

  ナンバー14図書館業務電算事業ですが、支出済額1,969万5,249円となっており、財源内
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訳は市債1,390万円、一般財源579万5,249円であります。事業内容につきましては、図書館

システムの更新にかかわります機器の買い取り及びデータ移行、サーバの使用料、維持にか

かわります保守管理委託、無線ＬＡＮ関係使用料、電算関係消耗品の経費であります。 

  続きまして、16図書館運営費（竜王）、支出済額101万1,482円と、続きまして、20図書

館運営費（敷島）、支出済額49万2,624円、30図書館運営費（双葉）、支出済額43万3,948

円につきましては、それぞれ３館の図書館の事務にかかわります消耗品、印刷製本費、コピ

ー機使用料等であります。 

  財源内訳のその他財源につきましては、各館の図書館利用者カード再交付手数料をナンバ

ー16図書館運営費（竜王）に３万6,000円、20図書館運営費（敷島）に１万8,300円、30図

書館運営費（双葉）に7,300円をそれぞれ充当しております。 

  以上で図書館の平成30年度の決算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（藤原正夫君） 説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  先に、所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） まず最初に伺いたいのは、16ページの社会教育委員さんが16人、そ

して下の17ページの公民館運営審議委員さんが15人になっていますけれども、社会教育委

員さんは、全て公運審に入っているという認識でいますが、その辺の１名はどうなっていま

すか。 

○委員長（藤原正夫君） 小田切係長 

○生涯学習係長（小田切 治君） お答えいたします。 

  社会教育委員の16名につきましては、昨年度、社会教育委員の方１名が教育委員さんの

ほうに委嘱をされましたので、その分、後任の方が新たに社会教育委員として委嘱をさせて

いただきました。その分16名ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

  赤澤委員。 
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○委員（赤澤 厚君） 公民館の管理運営ということで、これは全部にかかわるんですけれど

も、ふれあい講座講師謝礼ということで49万、各公民館…… 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員、何ページですか。 

○委員（赤澤 厚君） 公民館の運営ということで、講師謝礼という、ほとんどのところでふ

れあい講座ということで49万取っているんですね、その内容等をちょっと教えていただけ

ますか。同じ講演で同じようなのをやっているのか、その辺、別々違うような形で講演会を

やっているのか、公民館によっては違うのか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  公民館でそれぞれ自主的に公民館活動を行っておりまして、講座内容はそれぞれ異なって

おります。 

  主な内容でございますけれども、例えば竜王北部公民館につきましては、パッチワークで

すとかヨガ体操、またいろいろなつまみ細工体験など、市民の皆様方が興味を持って受講し

ていただけるものを、社会教育委員等が計画をしながら実施をしておりまして、そういった

ものの中から自主的に活動していただけるグループ等も発生をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） これは当然、敷島も双葉も今、北部公民館も49万ということで、49

万を予算をこれはつけてあるから、その中で計画してやりなさいということで、各公民館で

内容等は任せているということですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  そのとおりでございまして、それぞれ講師謝礼を予算化しておりまして、その中で各公民

館が独自の講座を開催をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 各公民館でやっている参加人数というのは、内容等はわかりますか。

結構多くの人が参加しているとか、ちょっと内容によっては少ないとか、その辺がもしわか

りますか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 
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○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  講座の回数でございますが、公民館によって多少ばらつきがございまして、竜王北部公民

館につきましては講座数は25講座でございました。セミナーハウスは17講座、それから南

部公民館は36講座、敷島公民館は26講座、双葉公民館については21講座でございますが、

参加人数でございますが、申し上げますと、北部公民館は1,338人、中部公民館セミナーハ

ウスが734人、南部公民館が1,426人、敷島公民館が1,336人、双葉公民館が1,376人となっ

ておりまして、講座によって定員がそれぞれ異なりますので、参加人数も異なってまいりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  せっかくこうやって予算をつけて、地域のふれあいということで、地域のために、恐らく

地域のまた要望等も聞いた中でやっていると思うんで、また今後もいい講師を呼んで講演と

してやっていただければありがたいと思います。 

  もう一点いいですか。 

  図書館のところで、すみません、図書館事業講師謝礼ということで76万4,000円というこ

とで、30年度はどんなことを行ったか、ちょっと教えていただけますか。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂館長。 

○図書館長（保坂和也君） 30年度の事業ですけれども、まず30年度の途中から本の寺子屋

事業という形の中で、年間を通しては今年度からやっている事業ですけれども、講演会など

を行っております。 

  あと事業につきましては、３館それぞれ定例や特別事業の中で事業を行っておりますけれ

ども、ボランティアの方を養成するボランティア養成講座とか、あとそれぞれ推進するよう

な時期に、サマーフェスティバルとか、いろんなことをやっていますけれども、そういった

ところで来ていただいて、講演や劇などをしていただくこともありまして、そういった事業

を行っております。 

  あとは細かいところでは、子供向け、また大人向けの工作教室とか、そういったところで

来ていただいたりしながら事業を進めております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 
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○委員（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  去年もこれは言ったんですけれども、特に寺子屋事業ということで、なかなかいい講師を

呼んでいただいて結構評判がいい。みんな結構、図書館でいい講師で本当に楽しみにしてい

るというのが結構多いんですよ。また、限られた予算ですけれども、いい企画をしていただ

いて、今後も市民のために、市民が本当に喜んで参加できるような、また講演をしていただ

ければありがたいと。本当に市民は感謝しておりますので、我々も期待していますので、今

後もぜひ続けていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 続けて、図書館のことでちょっと伺いますけれども、１階のホールと

いうんでしょうか、あそこは貸し出しも結構ある、１階じゃない、ごめんなさい、２階の視

聴覚室でしたっけ、よく利用させていただいたことがありますけれども、あそこって現在あ

れですかね、利用者は結構、グループでありますか。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂館長。 

○図書館長（保坂和也君） 余り一般の方が使われるのは、やはり会議室とかで、会議室も机

の並べ方ですけれども、50人ぐらい入りますので、会議室などを主に利用されております。

視聴覚ホールにつきましては、200人弱入る大きなスペースと、あとやはり場所というか、

視聴覚室なんで照明も暗いとかもありますので、一般の方の利用は余りありませんけれども、

図書館の事業とした中で使用しているようなところでございます。 

  あとは、ボランティアの方の朗読会、年に何回かやるような朗読会とかで使っているとこ

ろでございます。 

○委員長（藤原正夫君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） あそこの視聴覚室の反対側が会議室ですか。あそこというのは、一般

の方が貸し部屋のように使うことは可能ですよね。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂館長。 

○図書館長（保坂和也君） 一般の方という、もちろんボランティアとかでやられている方、

市の要するに図書館のボランティア団体の方とか、そういった方が使っていただいていると

ころでございます。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 
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〔発言する者なし〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 17ページの02公民館関係のところなんですが、館長が２人というこ

となんですが、この館長は、どことどこの館長になりますか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  こちらの館長につきましては、平成30年度につきましては、竜王北部公民館と、それか

ら双葉公民館の館長でございまして、週29時間30分勤務の館長さんでございます。敷島の

公民館につきましては、再任用の職員が勤務をしておりました。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 南部公民館も公民館としてはありますよね。あと今、敷島が再任用と

おっしゃいましたけれども、再任用でも館長とは言わないわけなんですかね。それであと、

そういったことをちょっとお聞きします。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  まず南部公民館の館長につきましては、ナンバー10の公民館庶務費の中に館長４名とあ

りますが、こちらの館長さんにつきましては、週15時間30分勤務の館長さんでありまして、

南部公民館、それから睦沢、清川、吉沢の地域ふれあい館の館長、計４人となります。それ

から敷島の再任用の職員でございますが、こちらは館長として勤務をしておりましたが、給

与につきましては総務費のほうで人事課のほうで管理をしておりますので、こちらのほうに

は出ておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 何か先ほどもあったんですが、館長なら館長で、きちっと金額が違っ

たとしても、ちゃんと館長がいるわけですから、館があるんですから、そこの館長の報酬の

ところはちゃんと書いてもらわないと、やっぱりわからないんですよね。 

  それで、どうして南部公民館は少ないということですか、勤務時間が、それはどういうあ



－343－ 

れですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  竜王地区につきましては、南部公民館、以前の中部公民館、現在のセミナーハウスの所長

につきましては、勤務時間が週15時間30分勤務の職員でございまして、こちらは人事課が

管理する職員ではなくて、現課が管理をする職員の部類になりますので、10款の公民館庶

務費、それからセミナーハウスの所長の報酬につきましては、12の竜王中部公園セミナー

ハウス管理運営費の中で支出をしている状況でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） だから、働いている時間数は同じということですね、報酬はいろんな

ところから出ているけどという意味ですか、それでいいですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  竜王、双葉の館長につきましては、勤務時間が29時間30分の勤務でございまして、報酬

は月額15万円でございます。それから南部公民館、セミナーハウス、こちらの館長、所長

につきましては、勤務時間が15時間30分で報酬額も８万円でございます。また、地域ふれ

あい館３館の館長も勤務時間は15時間30分でございますが、報酬はそれぞれ４万円でござ

います。ですので勤務時間等によりまして支出するところが異なってまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 敷島はどうなんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  敷島公民館につきましては、平成30年度は先ほど申し上げましたが、再任用の職員が勤

務をしておりました。再任用の職員につきましては、費用につきましては人事課のほうで計

上しておりますので、こちらでは支出をしない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 報酬というよりも時間はどうなんですか。 
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○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 時間につきましては、１日に、通常の職員は７時間45

分でございますが、再任用の職員につきましては、１日７時間30分で15分短くなっており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） いろんな公民館で、まず働く時間が違う、館長が違うということにち

ょっと驚いたということと、それからその報酬は振り分けの関係があるから、そういうこと

はあるかなと思うんですが、南部公民館と竜王北部と双葉の時間の違いというのは、実態に

合わせて違うということなんですかね。どういう理由でそういうふうに違うんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  竜王地区につきましては、竜王北部公民館、それから南部公民館、それから新しくできま

したセミナーハウスがございますが、統括しているのが竜王北部公民館が他の２館を統括し

ております。同じように敷島地区につきましては、敷島公民館のほかに３つのふれあい館、

睦沢 清川、吉沢のふれあい館がございますが、こちらは吉沢の公民館が統括をしている。

そんな関係で、それぞれの公民館の実情に合わせて勤務時間も異なっておりますので、ご理

解をよろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 実情に合わせて違うということなんですね、わかりました。 

  あともう一つ、先ほどから公民館の国・県支出金の中の13万の振り分けが、北部と、そ

れから敷島と双葉、地域自殺対策のお金を振り分けている。これはどういうあれで、自殺を

ここで使うのかというのを聞きたいんですけれども。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  こちらにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、自殺対策ということで福祉課

の事業の国・県支出金が充てられておりますけれども、こちらにつきましては公民館に青少

年カウンセラーが竜王北部公民館、それから敷島公民館、双葉公民館に青少年カウンセラー

がございますけれども、その相談ということで自殺対策のお金が充てられております。それ

からそれ以外に専門のカウンセラーのほうが月に１度相談業務を行っておりますので、その
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関係で公民館関係嘱託・非常勤職員等費のところにつきましても336万円が充てられており

ますけれども、これはあくまでも相談業務の事務量によりまして案分をしている状況でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 自殺対策自体の対策が相談業務ということになっているということな

んですけれども、内容的に何か整合性があるようには聞こえるんですけれども、ずっと何と

いうんでしょう、本当に自殺の相談というわけじゃないですよね。本当はここで生涯学習の

方に言ってもしようがないんですが、ゲートキーパーとか、いろいろ自殺対策というのは、

考えればいろいろあると思うんですけれども、ただこの相談業務の電話のというのは、実際

に、じゃ、何件自殺の相談を受けたんですかとかとなれば、余りないのかなと思ったりする

ので、ちょっとお金の使い方というのが振り分けが、何かちょっとあれです。何か本当にそ

ういうふうに使うためにやっているのかなみたいな感じがしちゃうんですよね。ちょっと生

涯学習の方に言ってもしようがないのかもしれませんが、そんなことを感じましたので、ち

ょっと本当にこれをやるところに言っていただきたいし、別のところからお金をもらったほ

うがいいのかなとも思うんですけれども、どうですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  こちらの補助金につきましては、あくまでも補助要項に基づいて主管課が財源を振り分け

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 今のところに関連すると思うんだけれども、家庭教育支援カウンセリ

ングという事業があるんですけれども、この内容をちょっと説明してください、各公民館で。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  そちらのカウンセリング、相談につきましては、竜王地区、それから敷島地区、双葉地区

におきまして、それぞれ火曜日から金曜日まで、午前９時30分から午後４時30分まで、各

地区の青少年育成カウンセラーが相談に、電話、もしくは訪問、もしくは窓口で対応してい

る状況でございます。 
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  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） その実績とかそういう相談件数とかと、そういうのはどんなぐあいに

なっているんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 小田切係長。 

○生涯学習係長（小田切 治君） お答えします。 

  平成30年度のカウンセリングの件数になりますけれども、全体で156件の相談件数があり

ました。内訳といたしまして、竜王地区で64件、敷島地区で68件、双葉地区で24件となっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） そのカウンセリングした後のアフターフォローというか、相談をして、

その後、どういう相談内容に応じてやっていくのかという、その先のことは何かフォローは

あるんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  各公民館、３人の青少年カウンセラーが、まず受け付けを窓口で対応するんですけれども、

もし、そういった対応で解決がなかなかできないというような場合には、専門のカウンセラ

ーがおりますので、そのカウンセラーのほうにつなぐ中で対応する。またそれ以外に学校関

係ですとか、そういった場合には、また学校関係のカウンセラーさん、また小さいお子さん

であれば、子育て支援課のほうで対応しているカウンセラーさん等と連携をしながら対応し

ている状況でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それで、ここの事業そのものが13番の南部公民館にはないと思うん

だけれども、今の説明の中では、多分各地区ごとにという考え方で、ここに設置してないの

かなと思うんだが、その辺はそれでいいのかな。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  先ほども申し上げましたとおり、青少年カウンセラーは３人おりまして、竜王には竜王北

部公民館のみでございます。あとは敷島公民館と双葉公民館、３人おりますので、南部公民
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館には、そういった窓口はありませんが、竜王北部公民館が対応している状況でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 地区ごとを考えればそうだけれども、ここに住んでいる人口とか住民

の数を考えると、ある面ではここに人数を厚くして窓口を設けてというような、そういう部

分も必要かなと思うんですけれども、その辺のところは今後やっていく必要があるんですか、

考えはありますか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 先ほど係長がお答えしたとおり、竜王地区につきまして

は相談件数が多いわけでございますが、今後はその推移を見る中で検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○委員（内藤久歳君） わかりました。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） すみません、17ページの13の南部公民館の件でちょっと伺いたいん

ですけれども、これも1900年代、竜王町時代に建てられて、そろそろ修繕とかあるかと思

うんですが、そういう予定とかは。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  南部公民館につきましては、耐震工事を補強を行いまして、現在、皆様にご利用いただい

ている状況でございます。今後の状況につきましては、個別施設計画のほうで検討してまい

ることになりますけれども、今後につきましては、その計画の中で検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） これをお伺いしたのは、実は南部公民館ができた当時に、私の友人と

いうか、使用して、靴が盗難に遭ったんですよね。それでその当時は紛失ということで処理

されたと思うんですけれども、私もその当時、北部公民館で靴がなくなって、靴が紛失した

と、そういうようなことになっていて、非常にそういう盗難に対する、南部公民館、今もそ

のまま入れて、スリッパと履きかえてという状況がそのまま放置されているもんですから、

そのときもちょっと要望は市民として出したんですけれども、その辺も含めて、ぜひ修繕の
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ほうをご検討をお願いしたいんですけれども。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 確かに南部公民館につきましては、靴を履きかえていた

だいて、スリッパで利用していただく状況でございますけれども、そういったところにつき

ましては、今後、職員等巡回をするなりしながら対応してまいりたいというふうに思います。

それをすぐに北部公民館のように、土足で利用できるというふうな形はなかなか急には無理

かもしれませんけれども、盗難防止ということであれば、何らかの対策をしてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） そういう紛失届けとか、そういうのは出ているということはないんで

すか、今。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 私が今、知る限りでは、そういった靴が紛失をしている

というような報告は、南部公民館から受けておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） すみません、19ページの双葉ふれあい文化館なんですけれども、ち

ょっと説明があったと思うんですが、管理経費の電気料というのは、指定管理業者から、市

にその他のところで書いてありますけれども、入っているということでよろしいですか、確

認ですけれども。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  双葉ふれあい文化館の電気料につきましては、双葉公民館と双葉庁舎、その３館で一括し

た請求が来ておりますので、一旦、市で双葉ふれあい文化館分を支払った後、その分を指定

管理者からいただいているという状況でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） そうすると、指定管理者のこっちの納入の実績のほうを見ると、若干

数字の食い違いがあるんですけれども、これは差額というのは図書館分の電気料ということ
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ですか。 

○委員長（藤原正夫君） 指定管理の電気料と、こっちのあれが差額と違うこと…… 

  飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） すみません、この違いについて、ちょっと今すぐにお答

えができませんので、調べて後ほどお答えしたいと思います。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） ちょっと、それと一緒になるんですけれども、毎年ここの電気料とい

うのが230万円ほど毎年マイナスですよね。予算額に対して支出額というのが毎年オーバー

しているんですよね。これは最終的に差し引き残高がいつもマイナスという原因になってい

るんですよね。それはやっぱり指定管理料が若干安いんじゃないかというところもあるんで

すけれども、そういった点というのは、どういった話になっていますか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 指定管理料につきましては、全体の中で協議をしていく

わけなんですけれども、電気料につきましては、昨年度、空調設備の改修を行いました。そ

の関係もありまして、今年度の推移を見ておりますと、昨年度よりは若干少ない状況でござ

いますので、平成31年度の決算では、電気料につきましては下回るのではないかなという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） そこというのは、市である程度負担はしないんですか。業者さん、指

定管理がマイナスを食っているということですよね。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 基本的には指定管理者と市のほうで協議をして指定管理

料の決定をしてまいりますので、その点につきましても、今後は市としては変更はしないと

いうことで対応していくと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） 変更しないというか、工事の関係で電気料が通年よりかは、この２年

間、230万円ほどふえているということですよね。だから、それを…… 
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〔「電気料は……」と呼ぶ者あり〕 

○委員（横山洋介君） そういうことを負担しないのかという話です。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） この指定管理者につきましては、５年間の指定管理の期

間がございまして、今年度で３年目でございますけれども、年度初めの年から指定管理料は

変わらずにきております。その中で電気料ですとか光熱水費は、そのときの状況によりまし

て上がったり下がったりするわけでございますけれども、指定管理者とは協議をする中で、

その中で管理をお願いをしている状況でございます。 

  ですので、先ほど私が申し上げたのは、昨年度と今年度を比較しますと、昨年度は空調設

備の改修工事を行いましたので、その関係もあるかと思いますけれども、昨年度と今年度の

現状の電気料の金額を比較をしますと、昨年度よりも低くなっている状況でございますので、

電気料につきましては、今年度は昨年度よりも少ないのではないかなというふうに見込んで

いるというお話をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） だから、その工事でかかった電気料を普通は埋めないんですかという

話なんです。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 工事でかかった電気料ではなくて、年々電気料が、横山

委員さんがおっしゃるように、電気料が年々上がってきたわけなんですけれども、エアコン

の改修工事、空調設備の改修工事をしたことによって、電気料が、新しい機械に変えたこと

によって電気料が今年度は抑えられているのではないかというようなお話をさせていただき

ました。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） いいですか。 

  ほかにございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） ２点ほどあるんですけれども、16ページの生涯学習推進事業、２段

目の成人式開催経費ということで108万ということで出費しておりますけれども、ことしの

１月の成人式606名という数字が出ております。ここ数年の多くなったとか少なくなったと
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か、その辺どうですか、参加者606名が。 

○委員長（藤原正夫君） 小田切係長。 

○生涯学習係長（小田切 治君） お答えいたします。 

  ことしの成人式の参加者が606名に対しまして、昨年平成30年の参加者は626名、その前

の年、平成29年の参加者につきましては652名、平成28年の参加者につきましては665名と

いうことで年々減少傾向にあります。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 減っているのは、イベントの内容なのか。それとも年齢によって下が

っているのか、ちょっとそれはわからないんですけれども、毎年、幹事さんを選んでいます

よね、３人ぐらい。この経費の中で、その幹事さんへの何というのかな、経費というか、こ

ういったものはあるんですか。何回か会合を持って、市との連絡をしているとは思うんです

けれども。 

○委員長（藤原正夫君） 小田切係長。 

○生涯学習係長（小田切 治君） お答えいたします。 

  毎年、成人式の開催につきましては、地元の中学校の卒業生に成人式の実行委員会という

ことで募集を募りまして、一応、ボランティアで参加をしていただいている状況でございま

す。経費はかかっておりません。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） わかりました。その経費を少しでも出して、お茶代とかなんとか出し

て、よりよい中身をつくっていただければいいのかなというふうに思います。 

  もう一点、よろしいですか。 

  その下の段、17ページの公民館まつりのことでお伺いしたいと思います。 

  ここの欄には、10ですか、公民館まつり実行委員会等補助金ということで140万円出てお

ります。規模によって、多分その金額、補助金が違うとは思うんですけれども、大まかに大

きなところはどのくらい、それぞれありましたか。多分敷島が30万とか、その規模によっ

て違うと思うんですが、どうなんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 
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  公民館まつりの補助金につきましては、敷島公民館、双葉公民館、南部公民館がそれぞれ

30万円、それから竜王北部公民館が20万円、睦沢、吉沢、清川の３地区につきましてはそ

れぞれ10万円でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 多分それぞれの参加人員とか、出店とかいう形で金額が変わっており

ますが、これはほとんど毎年変わってないということでいいですか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  人数につきましては、それぞれのおまつりの時点で参加者数を集計をしておりまして、昨

年度は竜王北部公民館が1,400人、セミナーハウスが約1,000人、竜王南部公民館が約1,500

人、敷島公民館が約2,000人、双葉公民館が1,400人、それから睦沢が200人、清川が150人、

吉沢が220人という報告を受けております。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 参加人員が結構2,000人であるとか1,400人とか、いろいろあって、

ただし補助金は定額であると。この辺も改良の余地があるのかなというふうに思いますけれ

ども、今出てきました中部ふれあいまつりというのがありますよね、この上の段ですね、

16ページの12の一番最後のところ、中部ふれあいまつり実行委員会補助金と、これは同じ

内容のもので、ただ、ふれあいまつりということでうたっているのか、この辺どうなんです

か。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、セミナーハウスは公民館という施設ではございませんので、別のところ

で予算計上させていただいております。 

  12の竜王中部公園セミナーハウス管理運営費から20万円を支出しております。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） さっき言ったように、それぞれの規模に応じて定額ではなくて、ぼち

ぼち参加人員、参加グルーブによっても、ある程度考える時期に来ているのかなと思います
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ので、この辺はちょっとご一考いただければということで、要望で結構なんでお願いいたし

ます。 

○委員長（藤原正夫君） 清水和弘委員。 

○委員（清水和弘君） 20ページ、01の消防設備保守点検委託、これは多分義務設置物件で

あろうかと思いますけれども、たまたま先日、山県大弐の学問祭りの中で、民俗資料館が開

放されましたけれども、中に入ってみますと、１・２階ともに整然と整理もされていました

けれども、ここのいわゆる消防に対する対策はどのようになっているかお聞きします。 

○委員長（藤原正夫君） 大嶌文化財係長。 

○文化財係長（大嶌正之君） お答えいたします。 

  20ページの資料館の保守点検につきまして、これは双葉歴史民俗資料館に火災報知器等

がございますので、双葉の資料館に関係するものでございます。 

  竜王の資料館につきましては、報知器等の設備はございませんので、消火器の設置という

ことになっております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 清水和弘委員。 

○委員（清水和弘君） ちなみに、あそこは常時人がいないですよね。通常は閉館されていま

すので、もしものときに消火設備だけでは対応ができないと思います。したがって、例えば

いわゆる火災感知器をつけて、外に非常ベルとかをつければ、外部にいわゆる知らせること

ができるというようなことなんですけれども、その辺のところはどうなんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） お答えいたします。 

  竜王の民俗資料館もそうなんですが、あと双葉にも民俗資料館がございますが、この２つ

の施設につきましては老朽化が激しいということで、今後どのように、こちらの民俗資料館

を整備をしていくかというところも検討するところがございます。このまま民俗資料館を改

修するのか、もっと新しいものをつくるのかというようなところも、現在、議論をしている

ところでございますので、そういった中で検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 清水和弘委員。 

○委員（清水和弘君） その件は重々私もよく承知をしているんですけれども、全国的に見て、

重要文化財であるとか、いろんなものが消失する事故が多々あるわけですよね。そういった
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意味で、すぐにでも対策が講じられればそれでいいんですけれども、いずれにしても貴重な

資料が、あれが委託されているのか寄附されたものかわかりませんけれども、それぞれの中

で保管されているわけですから、その辺を十分考慮しながら対策をするなりしてもらいたい

と思います。 

  それからもう一点、よろしいですか。 

○委員長（藤原正夫君） 続けてください。 

○委員（清水和弘君） ちなみに山県大弐のときに、どのくらいの入館数があったか、入場数

があったか、ちょっとそれだけ教えてください。 

○委員長（藤原正夫君） 大嶌係長。 

○文化財係長（大嶌正之君） 先日行われました大弐学問祭りにおきまして、竜王歴史民俗資

料館の入館者は、大人が39名、子供43名、合計82名の入館者数がございました。 

  以上です。 

○委員（清水和弘君） ありがとうございました。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、これで委員の質疑を終了します。 

  これで、10款教育費、６項社会教育費について終了します。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  午後の再開は１時30分、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） じゃ、そのように、ご苦労さんでした。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 １時２７分 

 

○委員長（藤原正夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  初めに、生涯学習文化課より、先ほどの横山副委員長の質問の未回答について答弁があり

ますので行います。 



－355－ 

  飯沼課長。 

○生涯学習文化課長（飯沼秀司君） 午前中は失礼いたしました。 

  横山委員さんのご質問にお答えいたします。 

  決算参考資料の19ページ、双葉ふれあい文化館の管理運営費の中の電気料1,190万5,776

円と、それから指定管理者導入施設の実績について21ページの電気料の金額、こちらの金

額が1,192万732円ということで１万4,956円の差があるけれどもどういうことかというご質

問ですけれども、確認をしましたところ、その１万4,956円につきましては外灯の電気料で

ございまして、こちらは別に請求が来ておりますので、直接指定管理者から東京電力のほう

に支払いをしております。ちなみに駐車場には９本のポールがございまして、11個の電灯

がついております。この電気料でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか、質問ありますか、大丈夫ですか。 

  じゃ、ここで答弁が終わりました。 

  よろしければ、ここで暫時休憩し、職員が退出します。ご苦労さまでした。 

 

休憩 午後 １時２９分 

 

再開 午後 １時２９分 

 

○委員長（藤原正夫君） それでは会議を再開します。 

  説明・答弁については、簡潔にお願いをいたします。 

  次に、スポーツ振興課より、10款教育費、７項保健体育費について説明を求めます。 

  山岡スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（山岡広司君） 午後もよろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、スポーツ振興課が所管いたします平成30年度決算について説明をいたします

ので、よろしくお願いをいたします。 

  決算書につきましては130ページから133ページになります。説明につきましては、決算

参考資料により説明をいたします。 

  決算参考資料につきましては、ナンバー９の21ページをお願いしたいと思います。 

  それでは、10款教育費、７項保健体育費、１目保健体育総務費であります。 
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  01保健体育関係職員費5,416万6,405円でありますが、スポーツ振興課所属職員８人にか

かわる人件費でございます。 

  次に、10の体育総務費45万893円ありますが、スケート教室、親子スポーツ教室などのス

ポーツ教室、講習会の講師謝礼として６万円、一般事務費等につきましては、各種教室開催

に伴います通信運搬費、スケート教室の会場使用料、事務消耗品等として17万793円でござ

います。法令外負担金の２団体につきましては、山梨県体育協会、峡中地区スポーツ推進委

員協議会への負担金であります。 

  次に、11スポーツ推進委員費であります。243万6,565円でありますが、スポーツ推進委

員25人にかかわります報酬で、年額は１人当たり５万円であり、講習会講師謝礼につきま

しては、７月に開催をしましたラジオ体操講習会への謝礼金であります。また、活動費及び

研修費負担金等は、ジャージ等の購入及び県峡中地区の研修負担金などでございます。 

  続きまして、12地域スポーツ普及員費95万2,772円でありますが、地域スポーツ普及員79

人の報酬が主な支出で、年額は１人当たり１万2,000円であります。 

  次に、13自治会体育事業育成補助事業であります。685万7,092円でありますが、自治会

において、運動会や軽スポーツ大会を実施をした補助金であります。113自治会に補助をし

ている状況でございます。 

  次に、14県外スポーツ大会出場補助事業36万8,000円でございますが、県代表として、関

東、全国の大会に出場する体育協会加盟の団体に補助金を交付するものです。30年度は４

団体に補助している状況でございます。 

  次に、15体育協会補助事業680万円でありますが、市の社会体育の普及・発展と市民間の

親和を図ることを目的にした団体であります。甲斐市体育協会への補助金でございます。 

  次に、16梅の里クロスカントリー大会実行委員会補助事業399万8,183円でありますが、

梅の里クロスカントリー大会実行委員会への補助金であります。30年度は第15回目となり、

本年２月24日に開催をしました。市内外から2,321人の参加があり、事故もなく無事に大会

を終了することができました。 

  次に、18甲斐市チャレンジデー実行委員会補助事業49万9,739円でありますが、30年度は

９回目の参加となり、昨年の５月30日の水曜日に開催をし、参加者数６万1,643人、参加率

が81.8％でありました。対戦相手は神奈川県伊勢原市で参加率は78.8％でありました。 

  次に、22ページをお願いをしたいと思います。 

  ２目体育施設になります。 
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  01体育施設総務費18万1,333円でありますが、事務消耗品、郵送料、施設利用申請書の印

刷代などの事務費でございます。 

  次に、02体育館維持管理事業2,227万1,374円であります。敷島・双葉体育館など、社会

体育施設の体育館と、各小・中学校体育館及び児童館の一般開放に伴います経費でございま

す。財源内訳のその他財源924万1,372円は、施設使用料と自動販売機売り上げ割戻金、公

衆電話使用料でございます。事業内容ですが、報償費につきましては、施設管理指導員16

人分の謝金であります。各施設の維持管理に伴う消耗品費、燃料費、光熱水費は、敷島・双

葉体育館などの社会体育施設の電気料及び水道料でございます。修繕料の主なものとしまし

て、各体育館の水銀灯取りかえ及び敷島体育館のバスケットゴールの修繕などを実施してお

ります。委託料のうち、維持管理費につきましては、竜王スポーツセンター、双葉体育館の

日常管理をシルバー人材センターに委託をしております。リース料につきましては、敷島体

育館、玉幡体育館、双葉体育館、竜王スポーツセンター等の清掃用モップでございます。 

  次に、03屋外体育施設維持管理事業1,087万1,900円であります。小・中学校及び社会体

育施設の夜間利用貸し出しにかかわる経費でございます。財源内訳のその他財源379万

7,440円につきましては、施設使用料でございます。事業内容ですが、報償費につきまして

は、施設管理指導員13人分の謝金でございます。光熱水費は、各グラウンドの夜間照明電

気料でございます。修繕料につきましては、西八幡テニスコート人工芝修繕を実施をしてお

ります。リース料につきましては、平成30年６月より夜間照明を順次ＬＥＤ化し、リース

での対応をしたところでございます。原材料費につきましては、グラウンド補充用の土を入

れたところでございます。 

  次に、04武道館維持管理事業302万8,340円でありますが、竜王武道館の維持管理に伴う

経費でございます。財源内訳のその他財源38万4,110円につきましては、施設使用料でござ

います。事業内容ですが、報償費は、竜王武道館の管理指導員謝金でございます。修繕料に

つきましては、駐車場の舗装陥没修繕などを行っております。施設維持に伴う光熱水費、委

託料の維持管理は、電気、保安、消防施設などの点検業務委託でございます。 

  05双葉スポーツ公園維持管理事業1,578万9,101円でございますが、双葉スポーツ公園の

グラウンド、テニスコート、弓道場にかかわる経費でございます。財源内訳の1,060万円に

つきましては合併特例債から、その他97万6,863円につきましては、施設使用料、自動販売

機売り上げ割戻金でございます。事業内容ですが、消耗品費や光熱水費、手数料、委託料な

どでございます。修繕料につきましては、弓道場の垂れ幕修繕、工事請負費につきましては、
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テニスコート人工芝全面張りかえ工事を行ったところでございます。原材料費につきまして

は、グラウンドの土の補充でございます。 

  24ページをお願いをします。 

  06Ｂ＆Ｇ海洋センター運営費4,894万6,000円でありますが、敷島・双葉のＢ＆Ｇプール

にかかわる経費でございます。財源内訳の820万円につきましては、合併特例債から、その

他1,670万円につきましては、Ｂ＆Ｇ財団海洋センターからの修繕助成で、全体の経費の

60％を助成していただいたものでございます。事業内容ですが、旅費につきましては、東

京都で開催をされた全国サミットへの参加に伴う経費であります。修繕料の敷島プール上屋

膜体取りかえ修繕と工事請負費の管理棟屋根及びプール防水工事につきましては、いずれも

Ｂ＆Ｇ財団からの助成金額で実施をしたものでございます。委託料の指定管理料2,082万円

の内訳については、敷島が782万円、双葉が1,300万円であり、指定管理者は株式会社フィ

ッツでございます。負担金につきましては、県内でＢ＆Ｇがある７市町で連絡協議会を構成

しておりますが、そこへの負担金でございます。 

  次に、09玉幡公園総合屋内プール運営費4,775万964円でございますが、玉幡公園の屋内

プールにかかわる経費でございます。事業内容ですが、修繕料につきましては、シャワー室

の修繕、ヒートポンプの修繕などでございます。委託料の指定管理料につきましては、株式

会社フィッツでございます。 

  次に、25ページをお願いします。 

  ３目の釜無川スポーツ公園管理費になります。 

  釜無川スポーツ公園維持管理事業479万6,154円でありますが、釜無川スポーツ公園にか

かわる経費でございます。財源内訳のその他財源97万50円につきましては、公園使用料と

自動販売機売り上げ割戻金でございます。報償費は、釜無川スポーツ公園の管理指導員謝金

であります。消耗品費につきましては、石灰、塩化カルシウム、トイレ用品などでございま

す。修繕料につきましては、照明灯修繕が主なものでございます。手数料につきましては、

公園の枝伐採、剪定などを行ったところでございます。施設維持管理委託につきましては、

シルバー人材センターへ日常管理を委託をしているところでございます。 

  以上で７項保健体育費の平成30年度決算につきまして、説明を終わらせていただきます。 

  次に、指定管理関係のご説明をさせていただきますので、別の資料をお願いをしたいと思

います。 

  指定管理導入施設の実績についてということでご説明をさせていただきます。 
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  資料の22ページをお願いしたいと思います。 

  主な項目について説明をさせていただきます。 

  最初に、敷島Ｂ＆Ｇ海洋センターでございます。 

  ２の指定管理者名につきましては、株式会社フィッツであります。 

  ４の指定期間につきましては、平成29年４月１日から令和４年３月31までの５年間であ

り、現在３年目の委託となっております。 

  ８の利用状況につきましては、敷島Ｂ＆Ｇプールは６月から９月の４カ月の開館となって

おります。年度ごとの利用者数で、30年度は前年度より722人ほど減となっております。減

の主な理由としましては、爽快こども水泳教室の開催日数の変更や、上屋膜体修繕などが影

響したものと考えております。 

  ９の事業内容につきましては、爽快こども水泳教室、自主事業を実施をしております。 

  23ページの収支決算状況でございます。 

  主な収入は、指定管理料、利用料金、教室受講料などで、収入済額919万6,530円、支出

では、人件費、光熱水費などが主な支出で、支出済額が917万5,308円、差引残高２万1,222

円の黒字となっております。 

  続きまして、24ページをお願いします。 

  双葉Ｂ＆Ｇ海洋センターでございます。 

  指定管理者につきましては、株式会社フィッツ。 

  ４の指定管理期間につきましては、敷島Ｂ＆Ｇプールと同様に平成29年４月１日から令

和４年３月31日までの５年間でございます。 

  ８の利用状況につきましては、双葉Ｂ＆Ｇプールは温水プールであることから、４月から

11月の８カ月間の開館となっております。利用人数につきましては、平成30年度は前年度

比1,132人の増となっております。ふえた主な理由としましては、爽快こども水泳教室、敷

島から双葉へということでその分と、気温が高いことからの利用者の増ということになって

おります。 

  ９の事業内容につきましては、爽快こども水泳教室、自主事業等を実施をしているところ

でございます。 

  25ページは収支決算状況でございます。 

  主な収入は、指定管理料、利用料金、教室受講料などで、収入済額1,645万5,556円、支

出では、人件費、光熱水費などが主な支出で、支出済額1,635万487円、差引残額が10万
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5,069円の黒字となっております。 

  次に、26、27ページは、今の２つのＢ＆Ｇの総括表でございますので、また見ておいて

いただければと思います。 

  28ページをお願いをいたします。 

  玉幡公園総合屋内プールでございます。 

  ２の指定管理者につきましては、同じく株式会社フィッツでございます。 

  ４の指定期間につきましても、同様に平成29年４月から令和４年３月31日までの５年間

でございます。 

  ７の施設の概要につきましては、25メートルプール、歩行用プール、こども用プール、

リラクゼーションプールなどでございます。また、年間を通して利用する複合施設となって

おります。 

  ８の利用状況につきましては、30年度の利用者数が前年度比1,703人の増となっておりま

す。増員の主な理由としましては、得トク利用券を利用している方、主に市外の方の増加と

今年度の気温が高かったことが影響しているかと考えております。 

  ９の事業内容につきましては、市の指定事業のこども水泳教室、長寿推進課で行っており

ますらくらく簡単運動教室など、その他自主事業を実施をしているところでございます。 

  29ページは収支決算状況でございます。 

  主な収入は、指定管理料、利用料金、教室受講料などで、収入済額8,439万9,773円、支

出では、人件費、燃料費、光熱水費など主な支出で、支出済額が8,426万1,639円、差し引

きで13万8,134円の黒字となっております。 

  以上、Ｂ＆Ｇプール、玉幡公園プールの指定管理導入施設の実績についてご説明をさせて

いただきました。 

  以上でスポーツ振興課の説明となります。よろしくお願いをしたいと思います。 

○委員長（藤原正夫君） ご苦労さんでした。説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  先に、所管の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 21ページの梅の里クロカン大会ですが、参加者のうち市内、市外、

数がわかりましたら教えてください。 
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○委員長（藤原正夫君） 森澤スポーツ推進係長。 

○スポーツ推進係長（森澤篤史君） 梅の里クロスカントリー大会の参加者の内訳をご説明い

たします。全体2,321名に対しまして、市内参加者が1,934名、市外の参加者が589名、県外

等の参加者が86名となっております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 体育館の維持管理ですが、これはどこに維持管理しているのか、複数

なのか、その辺教えてください。 

○委員長（藤原正夫君） 山岡課長。 

○スポーツ振興課長（山岡広司君） まず、02の体育館維持管理事業でございますが、社会

体育施設の玉幡体育館、竜王スポーツセンター、敷島体育館、双葉体育館、あと各小・中学

校の15校と中学校の武道館が、こちらの維持管理となっております。 

  屋外体育施設維持管理につきましては、南部公民館グラウンド、敷島総合公園のグラウン

ド、西八幡、島上条、中下条公園のテニスコート、また各小・中学校の１３校の維持管理と

なっております。 

  以上となります。 

○委員長（藤原正夫君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 22ページの今の件ですが、委託料の中で、例えば清掃の維持管理が

ありますけれども、これは委託先がわかったら教えてください。 

○委員長（藤原正夫君） 萩原係長。 

○施設管理係長（萩原和美君） 体育館維持管理事業におきます維持管理していただいている

管理人の委託についてですけれども、竜王スポーツセンター、双葉体育館につきましては、

シルバー人材センターのほうに委託をお願いしております。 

  続きまして、委託料の清掃につきましては、玉幡体育館、敷島体育館につきましては、シ

ルバー人材センターのほうで月に１回とか月に３回という形で清掃のほうをお願いしている

状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 指定管理者の関係で、28ページですが、利用人数が1,700人ほどふえ

ているけれども、利用料が減っているのは、これは何か理由はあるでしょうか。 
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○委員長（藤原正夫君） 山岡課長。 

○スポーツ振興課長（山岡広司君） これにつきましては、先ほどの説明の中で得トク利用券

という利用券がありまして、これにつきましては20回券、また100回券等であります。前年

度に例えば買って、今年度使っているという状況で、こういう現象が出る状況があります。

今回は得トク利用券で29年度に買ったもので利用が30年度ということの中で、こういう現

象が出ているのかと思っております。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） スポーツ推進委員のところで、軽スポーツ教室開催ということで、月

２回開催で延べ人数が731人参加という、ここに記載があるんだけれども、月２回、延べに

すると１回に30人ぐらいなんだよね、これを割ると、基本的には、要は。それはどんなふ

うなものを競技というか、行っているんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 森澤係長。 

○スポーツ推進係長（森澤篤史君） お答えいたします。 

  軽スポーツ教室につきましては、生涯スポーツを目標に事業等を検討しておりまして、実

際行っておりますのは、埼玉県埼葛地区の埼葛ボールという競技を中心に、スポリックであ

ったり、またオリンピックやパラリンピック等での競技となりますボッチャなんかも体験と

して行っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） それなりに一生懸命やっていると思うけれども、参加者がちょっと少

ないように感じるんだけれども、やっぱりボッチャだとかなんとか難しい競技もいいかもし

れんけれども、やっぱり市民が楽しめるスポーツというか、行って、自分の体の健康維持を

守るというのも楽しい競技というのもやったほうが、これはやっぱり多くの人が参加するよ

うな気がするんだけれども、新しい競技を普及するのもいいかもしれないけれども、そうい

った健康増進の課が違うかもしれないけれども、やっぱりそれを担っていると思うんですね、

スポーツということの中で、体育教室というのは。そういったものもちょっと考えていった

らどうかと思うんだけれども、市で委託しているスポーツ推進委員がいると思うんだけれど

も、その人たちにもう少しその辺も検討して、やっぱり軽スポーツもいいけれども、本当に
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多くの人が来て楽しめるものも開催したら、もう少し参加者がふえると思うんだけれども、

その辺はどうですか。 

○委員長（藤原正夫君） 山岡課長。 

○スポーツ振興課長（山岡広司君） そのとおりでございまして、スポーツ推進委員につきま

しては、毎月定例会を行って、そういった中で協議をしていく中で、なるべくたくさんの参

加者が来ていただける協議を、また今後検討してやっていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（藤原正夫君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ありがとうございます。前向きの答弁をいただいて、せっかくこうや

って開催するのに、みんな苦労して開催していると思うんで、多くの人に参加してもらった

ほうが自分たちもやりがいがあるし、いろんな意味で自分たちの実績も残ると思うんで、ぜ

ひその辺はよろしくお願いしたいと思います。要望で結構です。お願いします。 

○委員長（藤原正夫君） いいですか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 21ページの梅の里クロスカントリーの関係のことをちょっと伺いた

いんですけれども、あれだけの大きな事業の中で399万8,183円で行われているということ

ですけれども、この金額の中には、助成団体なんかで芋汁をつくったりする、全てそれは入

っているということでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 山岡課長。 

○スポーツ振興課長（山岡広司君） この金額につきましては、市からの補助金ということで

ご理解をしていただきたいと思います。トータル的には事業としては支出が718万4,420円

でございまして、そのうちの市からの助成金が補助金が399万になっております。700万の

うちには、そういったお手伝いをしていただいている方へのお金や材料費等も全部含めた中

で700万円という形になっております。 

○委員長（藤原正夫君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） すると、今ちょっと芋汁に特化して伺いますけれども、そこに対する

費用の内訳なんかは、どちらの課が担当、市民活動支援課かな。 

○委員長（藤原正夫君） 山岡課長。 

○スポーツ振興課長（山岡広司君） こちらにつきましては、ここにある梅の里クロスカント

リー大会実行委員会の中の事業の１つですので、そちらのほうに内容的な経費のものは載っ
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ている状況でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） ありがとうございます。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございますか。 

  よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を行います。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） 先ほど滝川委員の梅の里の件なんですけれども、700万かかっている

うちの400万が市の補助で、そのほかというのは参加料と、あと何が幾らというのはわかり

ますか。 

○委員長（藤原正夫君） 森澤係長。 

○スポーツ推進係長（森澤篤史君） お答えいたします。 

  収入といたしましては、補助金が400万円以外に、参加料と、あと協賛の広告料が入って

おります。協賛の広告料につきましては、平成30年は78万5,000円、参加料につきましては

239万9,000円となっております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） その協賛のほうなんですけれども、いろんなところだと、例えばスポ

ーツメーカーと何というんですか、協賛してもらったりとか、いろんな努力をされていると

ころもあると思うんですけれども、そういったことはされているんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 森澤係長。 

○スポーツ推進係長（森澤篤史君） スポーツメーカーに限らず、例えば大手でいきますと、

例えば山梨交通株式会社様であったり、あとは地元のメイコウさんであったり、あと、スポ

ーツで例えば地元のコウノスポーツさんであったりとか、そういったところにご協賛、ご協

力のほうをいただいております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

○委員（横山洋介君） はい。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、これで質疑を終了します。 

  これで10款教育費、７項保健体育費についてを終了いたします。 

  以上で歳出を終了します。 

  ここで暫時休憩をします。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時０３分 

 

○委員長（藤原正夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  次に、歳入に入ります。 

  収納課より、１款市税、１項市民税から６項入湯税について、一括で説明を求めます。 

  梅原収納課長。 

○収納課長（梅原 剛君） お疲れさまでございます。 

  それでは、収納課より、平成30年度市税の収納状況について説明させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  決算書は14ページから17ページとなります。あわせて、決算審議資料８ページの市税の

収納状況の表をごらんください。お願いいたします。 

  それでは初めに、決算書により１款の市税全体の状況についてを説明させていただきます。 

  調定額91億3,221万1,797円に対しまして、収入済額87億4,535万4,227円。不納欠損額

3,935万3,764円、収入未済額３億4,750万3,806円、収納率は95.75％で、前年度を0.62ポイ

ント上回っております。 

  それでは、税目ごとの収納状況の概要について説明させていただきます。説明は決算審議

資料により説明をしますので、お手数ですが、８ページのほう、よろしくお願いいたします。 

  初めに、表の上段、現年分からの説明になります。 

  個人市民税の現年分でございますが、調定額40億5,250万7,020円に対し、収入済額40億

1,504万4,579円です。不納欠損額39万65円、収入未済額3,707万2,376円、収納率は99.05％

で、前年度を0.01ポイント上回っております。不納欠損は、外国人の出国に伴うもの、滞

納者の死亡に伴い、相続人の相続放棄されたことなどによるものでございます。 
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  次に、法人市民税でございます。調定額３億5,444万2,000円に対し、収入済額３億5,408

万2,400円、不納欠損額０円、収入未済額35万9,600円。収納率は99.88％です。前年度を

0.83ポイント上回っております。 

  次に、固定資産税でございますが、調定額35億5,413万1,300円に対し、収入済額35億

1,602万6,400円、不納欠損額26万2,900円、収入未済額3,784万2,000円。収納率は98.92％

で、前年度を0.44ポイント上回っております。不納欠損は、法人の破産、滞納者の死亡に

伴う相続人の相続放棄によるものでございます。 

  次に、１段飛ばしまして、軽自動車税でございます。調定額２億3,422万4,400円に対し、

収入済額２億2,996万300円、不納欠損額０円、収入未済額426万4,100円。収納率は98.17％

で、前年度を0.32ポイント上回っております。 

  次に、１段上になります。国有資産交付金、調定、収入済額ともに2,295万5,500円。 

  下段になります。たばこ税、調定、収入済額ともに４億9,090万6,288円。 

  入湯税、こちらも調定、収入済額ともに868万800円となっております。 

  現年分の合計でございます。調定額87億1,784万7,308円に対しまして、収入済額86億

3,765万6,267円です。不能欠損額は65万2,965円、収入未済額は7,953万8,076円、収納率は

99.06％で、前年度を0.23ポイント上回る収納率となっております。現年分の収納率が初め

て99％を超えました。これからも引き続き徴収業務の強化等に努めていきたいと思ってお

ります。 

  次の表の中段でございます。滞納繰越分につきましては、各税目の合計額の説明とさせて

いただきます。 

  調定額４億1,436万4,489円に対し、収入済額１億769万7,960円です。不能欠損額3,870万

799円、収入未済額２億6,796万5,730円、収納率は25.97％で、前年度を1.49ポイント上回

っております。不納欠損は、生活保護等による生活困窮、職権消除等の行方不明、法人の破

産や廃業、滞納者本人の死亡に伴う相続放棄などによるものでございます。 

  次の表の下段部分でございます。各税目の現年分、滞納繰越分の合計の調定額、収入済額

等の内容となります。 

  具体的な数字の説明は省略させていただきますが、表の右下になります。市税全体の収納

率は95.75％となっております。 

  表の右から４番目に記載があります還付未済金でございますが、還付対象者の提出書類の

おくれや、出納閉鎖近くでの重複の納付により、会計処理が出納閉鎖までに処理ができなか
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ったもので、現年滞納繰越分合わせて152万6,527円となっております。 

  現在、市では現年分の徴収強化に努め、翌年度への繰越額の縮小に努めております。平成

30年度から、さらに徴収強化を図るため、組織の体制、業務の一部見直しを行い、収納管

理係を２名減員し、その２名を徴収係に増員しました。２名は高額担当としまして、これま

で以上の滞納処分等の対応を行い、徴収の強化を図っているところでございます。 

  以上、市税の収納状況の概要につきまして説明を終わります。 

  なお、今後も税収の確保、収納率向上のために、職員一同引き続き取り組んでまいりたい

と思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  なお、歳入については、所管からではありませんので、どなたからでもどうぞ質問をして

ください。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 滞納繰越分の件なんですけれども、滞納分で年金の差し押さえですと

か、そういうのは行っているんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 高橋係長。 

○徴収係長（高橋正樹君） お答えします。 

  給与並びに年金のほうも可能額を算出して、差し押さえができるものであれば、年金等も

差し押さえをしております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 可能額というのは、いわゆる生活保護水準ぐらいは確保できていると

いうことですか。 

○委員長（藤原正夫君） 高橋係長。 

○徴収係長（高橋正樹君） 可能額の算出につきましては、給与所得者の場合ですと、１カ月

当たり１人10万円という生活費、また扶養がいれば１人４万5,000円という形で、それが差

し押さえの禁止額、それを考慮した中で年金も計算のほうをしております。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

○委員（谷口和男君） いいです。 
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○委員長（藤原正夫君） ほかにございませんか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） 細かいところで申しわけないですが、入湯税が予算のときに525万、

実質の収納認定が868万と結構多くなっているんですよ、300万程度、これは何か税率の改

正とか、何か理由があるんですか、結構ふえているんだけれども、どうなんでしょう。 

○委員長（藤原正夫君） 長田税務課長。 

○税務課長（長田裕二君） 税額の改定等は行っておりません。 

  入湯税なんですけれども、平成30年度調定額が868万800円、これは前年度に対して30万

5,400円増額となっています。調定ベースです。これは入湯税に係る施設の一部で、外国人

団体客を受け入れた要因で増額となったと思われます。各施設の運営形態で大きく変わって

くるものと考えておりますが、昨年の終わりからことしの初めにかけて、一部の施設なんで

すけれども、入湯税の70％ぐらいを入れている施設があるんですけれども、そこのちょっ

と入湯税の額がちょっと落ちてきていまして、県のほうのちょっと商工観光ですか、その観

光課のほうにも聞いたりしたんですけれども、外国人を受け入れた要因で、一度はアップし

たけれども、外国人観光客のほうも団体から今度は個人へというふうにシフトが変わってい

るということで、そのような影響もそういうところへ出てきているのかなというふうなこと

をおっしゃっていました。 

  以上であります。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 要するに税率の改正ではなくて、その入浴者というか、お客さんの増

減、それから質によって結構変わってきたということでいいんですか、そういうことで。 

○委員長（藤原正夫君） 長田課長。 

○税務課長（長田裕二君） そのとおりであります。 

○委員（五味武彦君） 以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 今の収納率がかなり向上して、非常に結構なことなんだけれども、先

ほどの説明だと、人員体制は変わらなくて、配置がえというか、そんなことでもってふえた

ということですけれども、その辺のところをちょっともう一回説明してくれますか。 
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○委員長（藤原正夫君） 梅原課長。 

○収納課長（梅原 剛君） 平成30年度からですが、先ほども言いましたように、収納課の

中には２つ係がありまして、収納管理係のほうから２名、徴収係のほうに入れました。計９

名の体制の中で徴収業務を行っているところでございます。その２名を高額という言い方で

よろしいんですか、滞納額のなるべく多いところについて、その２名を充てまして、なるべ

くその２名が中心に高額の対応をしたというような形です。具体的な目標とか、具体的なも

のはないんですけれども、100万円以上の滞納とか、多いものについて徹底的に折衝等を行

いまして、昨年の段階では200万以上という話の徴収等の話も出たところもありまして、全

体の中で収納率が上がってきたというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 大変努力をしていただいているということで、いいことですけれども、

できれば今後この水準を維持できて、さらにアップできるように、またご努力をしていただ

いて、税収の確保に頑張ってもらいたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにはございませんか。 

  よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで１款市税、１項市民税から６項入湯税について終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員の入れかえを行います。 

 

休憩 午後 ２時１６分 

 

再開 午後 ２時３１分 

 

○委員長（藤原正夫君） それでは、会議を再開します。 

  次に、企画財政課より、２款地方譲与税から11款交通安全対策特別交付金について、一

括で説明を求めます。 

  山田企画財政課長。 
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○企画財政課長（山田 洋君） 大変お疲れさまでございます。 

  歳入ということで、決算書の中で説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。私のほうから、市税を除いた歳入についてご説明申し上げます。 

  既に歳出の審査におきまして、財源についてもあわせて説明されているところだと思いま

すので、私のほうからは、新たな歳入、比較増減の著しいもの等について説明をさせていた

だきたいと思います。 

  決算書16、17ページをお願いいたします。 

  ２款地方譲与税からご説明申し上げます。 

  地方譲与税につきましては、一旦国税として徴収され、法令で定められた配分基準に従い

まして市町村に譲与されるものでございます。２つの譲与税からなる地方譲与税の収入済額

は１億8,458万4,000円となっておりまして、前年度と比較いたしますと239万3,000円、

1.3％の増額となっております。 

  項別では、１項自動車重量譲与税１億3,128万8,000円、２項地方揮発油譲与税5,329万

6,000円となっております。１項の自動車重量譲与税は、自動車重量税の収入額の３分の１

に相当する額を、その２分の１を市道の延長、その他の２分の１を面積でそれぞれ案分し譲

与されるものでございます。２項の地方揮発油譲与税につきましては、収入額の42％に相

当する額を、その２分の１を市道の延長、その他の２分の１を面積で案分して譲与されるも

のでございます。 

  ３款利子割交付金は、利子税を原資といたしまして県から交付されますが、収入済額は

1,664万7,000円でございます。これは預金利子等に対して５％の利子税が課税され、その

５分の３に相当する額を市町村の個人県民税の収入決算額で案分し交付されるものでござい

ます。 

  ４款配当割交付金は、上場株式配当金に対する県税を原資といたしまして、県から交付さ

れる交付金でありますけれども、収入済額は3,504万4,000円でございます。上場株式の配

当につきましても、県民税５％がかかりますので、その徴収税額から個人県民税の額で案分

し、県から交付されるものでございます。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては、株式等の譲渡所得に対して県税を原資とい

たしまして県から交付されるものでありますが、収入済額は2,945万9,000円でございます。 

  ６款地方消費税交付金は、地方消費税収入を原資といたしまして県から交付されますが、

収入済額は13億524万3,000円でございます。 
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  18、19ページをお願いいたします。 

  この交付金の内訳といたしまして、備考欄に記載のとおり、地方消費税交付金といたしま

して７億404万円、社会保障財源交付金といたしまして６億120万3,000円となっております。

平成26年４月から消費税が５％から８％に引き上げられましたが、引き上げ分の税収につ

きましては、社会保障４経費の財源という消費税率引き上げの趣旨に基づきまして、平成

26年度分から社会保障財源交付金として交付され、その交付金につきましては、消費税法

第１条第２項に規定する経費、その他社会保障施策に要する経費に充てるものとすると地方

税法に明記され、また、その充当につきましては、予算書や決算書の説明資料において明示

するように通知されております。 

  決算審議資料の６ページになりますけれども、地方消費税交付金が充てられる社会保障施

策に要する経費の一覧表が掲載してありますので、後ほどご確認いただきたいと思います。

決算審議資料の６ページになります。 

  続きまして、７款ゴルフ場利用税交付金は、ゴルフ場利用税の10分の７に相当する額が

県から交付されるものです。収入済額は1,961万8,847円でございます。市内には甲斐ヒル

ズカントリー倶楽部、敷島カントリー倶楽部、昇仙峡カントリークラブの３カ所のゴルフ場

がございまして、その利用税に対する交付金となります。 

  ８款自動車取得税交付金は、県に納付された自動車取得税を原資に交付される交付金でご

ざいまして、収入済額は5,965万6,000円でございます。 

  ９款地方特例交付金は、住宅借入金等特別税額控除による減収補塡分のための交付金で、

収入済額は7,026万9,000円でございます。 

  10款地方交付税の収入済額は56億4,110万円でございます。内訳といたしましては、備考

欄に記載のとおり、普通交付税として50億8,706万8,000円、特別交付税といたしまして５

億5,403万2,000円となっております。このうち地方交付税につきましては、前年度と比較

いたしまして6,738万円の増額となっております。普通交付税につきましては、平成17年度

から26年度までの10年間は、合併後であっても合併がなかったものと仮定いたしまして、

合併前の旧市町村ごとに算定した普通交付税の合算額を保証し、合併による普通交付税算定

上の不利益をこうむることのないよう配慮する、合併算定がえの特例期間でありました。平

成27年度からは５年間かけて段階的に縮減していく期間に移行し、令和２年度には合併後

の新市として算定する一本算定による額が交付されることとなります。平成30年度は段階

的に縮減していく期間の４年目でありまして、縮減率が70％という減額要因でありました
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が、普通交付税の算定の際の基礎項目である社会福祉費及び公債費の増によりまして、基準

財政需要額の伸びが大きかったことなどによりまして、前年度と比較しますと、1.3％の増

の交付額となったところでございます。 

  11款交通安全対策特別交付金につきましては、道路交通法の規定により納付される反則

金収入を原資として交付される交付金でございます。収入済額は1,425万4,000円でござい

ます。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 18ページの真ん中の自動車取得税交付金ですが、当初予算の3,000万

円に対して、決算収入のほうが5,900万というのは、かなり差があるんだけれども、この理

由は何だったんでしょうか、説明してもらったのか、ちょっと……。 

○委員長（藤原正夫君） 山田財政課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 自動車取得税交付金につきましては、ここ３年ほど3,000万

円という予算を計上させておりましたけれども、28年度、4,595万1,000円の歳入でありま

した。29年度は5,600万ということで収入はふえてきたんでありますけれども、30年度の予

算を計算するに当たっては、28年度までの実績までしか見ることができませんので、28年

度の4,595万1,000円をベースに計算させてもらったところ、前年と同額ベースの3,000万円

とさせてもらったところであります。 

  以上であります。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、これで委員の質疑を終了します。 

  これで２款地方譲与税から11款交通安全対策特別交付金についてを終了します。 

  次に、12款分担金及び負担金、13款使用料及び手数料について、一括で説明を求めます。 

  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 引き続き、よろしくお願いいたします。 
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  決算書につきましては、20、21ページをお願いいたします。 

  12款分担金及び負担金の収入済額は４億892万6,656円で、前年度と比較いたしまして787

万366円、2.0％の増額となっております。 

  まず、１項負担金、２目民生費負担金、１節社会福祉費負担金につきましては、自立支援

給付認定審査会共同設置者である中央市、昭和町からの負担金、身体障がい者施設利用者、

老人福祉施設入所者の負担金でございます。２節児童福祉費負担金につきましては、公立・

私立の保育所の保護者からの保育料、放課後学童保育の負担金、病児保育事業広域負担金は

県内の市町村からの負担金でございます。なお、不納欠損額は47万5,500円となっておりま

す。 

  次に、３目衛生費負担金、１節保健衛生費負担金につきましては、健康診査の受診者の負

担金でございます。 

  次に、４目労働費負担金、１節労働費負担金につきましては、峡中広域シルバー人材セン

ター負担金で、中央市及び昭和町からの負担金でございます。 

  次に、５目農林水産業費負担金、１節農業費負担金につきましては、上堰頭首工本復旧事

業費に係る関係自治体である中央市、昭和町からの負担金及び双葉北部地区の補助整備事業

に係る受益者負担金でございます。翌年度繰り越し財源につきましては、県営土地改良事業

補助整備事業でありますが、に係る受益者負担金でございます。 

  次に、９目教育費負担金、１節教育費負担金につきましては、ことばの教室共同設置費負

担金で、南アルプス市、中央市、昭和町それぞれからの負担金でございます。 

  続きまして、13款使用料及び手数料の決算額につきましては収入済額１億9,886万6,478

円で、前年度と比較いたしまして365万4,911円、1.8％の減額となっております。使用料及

び手数料につきましては、関係する使用料条例等によりましてその額が定められております。 

  １項使用料の収入済額につきましては１億4,835万778円で、前年度と比較いたしますと

295万4,371円、2.0％の減額となっております。 

  最初に、１目総務使用料、１節行政財産使用料につきましては、市有地に立つ東電及びＮ

ＴＴの電柱等の行政財産使用料、竜王・敷島庁舎、次のページの双葉庁舎にある自動販売機

等の設置にかかわる使用料、太陽光パネルの設置に伴う竜王図書館、双葉体育館、竜王保健

福祉センター、敷島南小学校、竜王小学校体育館、敷島中学校体育館の屋根等貸与使用料で

ございます。 

  次に、２目民生使用料でございます。 
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  １節児童福祉施設使用料につきましては、竜王東児童センターの使用料といたしまして予

算計上いたしましたが、収入はございませんでした。 

  ３目衛生使用料、１節保健施設使用料につきましては、各保健福祉センターの使用料でご

ざいます。２節火葬場使用料は、やすらぎ聖苑の使用料でございます。 

  ４目労働使用料、１節勤労者施設使用料につきましては、勤労青少年ホーム、働く婦人の

家、勤労者会館の使用料でございます。 

  ５目農林水産業使用料、１節農林水産施設使用料につきましては、自然休養村管理センタ

ー使用料、矢木羽湖駐車場使用料でございます。２節クラインガルテン使用料は、５組分の

入会金のほか、滞在型及び日帰り型市民農園の使用料でございます。 

  ７目土木使用料、１節公共物使用料につきましては、道路法、河川法等の適用を受けない

導水路の使用料でございます。２節道路使用料につきましては、電柱等の道路占用料でござ

います。３節公園施設使用料につきましては、赤坂台総合公園を初めといたしました各公園

施設及び自動販売機設置による使用料でございます。４節住宅使用料につきましては、市営

住宅の使用料でございます。５節竜王駅南北自由通路使用料につきましては収入はございま

せんでした。６節竜王駅前広場使用料は、駅前広場の短時間駐車場使用料等でございます。

７節行政財産使用料につきましては、市営住宅の空き地等を一時的に工事等の駐車場として

貸し出しをした際の使用料でございます。 

  次に、９目教育使用料、２節社会教育施設使用料につきましては、敷島総合文化会館から、

次のページの各公民館及び地域ふれあい館の使用料でございます。 

  ３節図書館使用料につきましては、竜王図書館視聴覚室等の使用料でございます。４節ス

ポーツ施設使用料につきましては、社会体育施設、学校体育施設等のそれぞれ使用料でござ

います。 

  次に、２項手数料でございます。各手数料につきましては、甲斐市手数料条例において規

定されているところでございます。収入済額は5,051万5,700円で、前年度と比較いたしま

すと70万540円、1.4％の減額となっております。 

  １目総務手数料、１節総務手数料につきましては、主に市民窓口課、税務課の各種証明手

数料でございます。２節督促手数料につきましては、市税の督促手数料でございます。 

  ２目民生手数料、１節民生手数料につきましては、福祉課の証明手数料でございます。２

節督促手数料につきましては、保育料の督促手数料でございます。 

  ３目衛生手数料、１節保健衛生手数料につきましては、主に狂犬病の予防注射や犬の登録
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等の手数料でございます。 

  ５目農林水産業手数料、１節農林水産業手数料につきましては、農業振興地域の農用地の

証明手数料でございます。 

  ７目土木手数料、１節土木手数料につきましては、屋外広告物審査手数料、開発許可申請

手数料等の都市計画手数料、また地籍手数料等でございます。 

  ８目消防手数料、１節消防手数料につきましては、収入はございませんでした。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） 23ページの住宅使用料、調定額が6,200万、収入済額が4,800万と、

ここの差が1,357万と出ていますよね。もちろん4,800万の中には、一番右にある内容が出

ているんですが、1,357万、これは現年度分、それから過年度分の積み残しがあろうかと思

うんですよ。この内容は、また前年と比べてどうなのかということはわかりますか。 

○委員長（藤原正夫君） 山田課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 申しわけありませんけれども、手持ちに資料がありませんの

でお答えできかねるんですけれども、29年度の収入未済額が1,500万でありましたので、

142万9,000円ほど減額になっているという資料しか持っていませんので、ご理解をお願い

いたします。 

○委員長（藤原正夫君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） じゃ、前年よりも、一応額は減っているということだけれども、じゃ、

その内訳はちょっと不明だと。失礼いたしました。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで12款分担金及び負担金、13款使用料及び手数料について終了をいたします。 

  次に、14款国庫支出金及び15款県支出金について説明を求めます。 
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  山田財政課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 引き続きよろしくお願いいたします。 

  決算書26、27ページをお願いいたします。 

  14款国庫支出金につきましては、収入済額は40億9,120万2,316円で、前年度と比較いた

しますと３億5,251万2,074円、7.9％の減額となっております。収入未済額の１億1,404万

9,970円につきましては、全額国庫補助金における翌年度への繰り越し財源でございます。 

  それでは、まず１項国庫負担金でございます。国庫負担金は、関係法令に基づく割合によ

りまして国がその経費を負担するというもので、収入済額は33億7,960万5,008円で、前年

度と比較いたしますと１億7,488万7,031円、5.5％の増額となっております。これは障害者

自立支援給付費負担金、教育・保育給付費負担金等の増加によるものでございます。 

  ２目民生費国庫負担金でございますが、１節社会福祉費負担金につきましては、障害者自

立支援医療費、給付費等に要する経費に対する負担金、特別障害者手当等給付費負担金、生

活困窮者自立支援事業費負担金でございます。２節児童福祉費負担金につきましては、児童

入所施設措置費等負担金、養育医療費国庫負担金、教育・保育給付負担金でございます。３

節児童手当負担金につきましては、中学校終了前までの児童・生徒を対象に支給する児童手

当に要する経費に対する負担金でございます。４節児童扶養手当負担金につきましては、児

童扶養手当法に基づき市が支給する児童扶養手当に要する経費に対しての負担金でございま

す。５節保険基盤安定負担金につきましては、国民健康保険の保険者支援といたしまして一

般会計から国保会計へ繰り出すため、政令により算定されました額を基準といたしまして交

付される負担金でございます。６節生活保護費負担金につきましては、市が支弁いたします

被保護者の生活保護費に要する経費に対しまして、国がその４分の３を負担するものでござ

います。７節災害弔慰金負担金につきましては、平成26年９月の御嶽山噴火による被災遺

族への災害弔慰金でございます。８節介護保険負担金につきましては、消費税引き上げに伴

いまして、低所得者の介護保険料の負担軽減を図るための負担金でございます。負担率につ

きましては国が２分の１、県と市が４分の１、一般会計で国・県支出金を収入して、市負担

分との合計を介護保険特別会計へ繰り出すものでございます。 

  次に、２項国庫補助金でございます。国庫補助金は、関係法令等によりまして国がその経

費を補助するもので、収入済額は６億9,756万1,600円でございまして、前年度と比較いた

しますと５億2,630万8,623円、43.0％減額となっております。 

  それでは、主な内容について説明申し上げます。 
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  まず、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金につきましては、社会保障・税番号

制度システム整備費補助金、個人番号カード交付事業費補助金などでございます。 

  ２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金でございますが、地域生活支援事業費補助

金につきましては、障害者総合支援法に基づき市が行う事業に対する補助金でございます。

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金につきましては、生活保護者に対する医療相談員報

酬に対する補助金及び住居のない生活困窮者に対して、一定期間宿泊場所の提供を行う一時

生活支援事業に対する補助金でございます。２節児童福祉費補助金でございますが、母子家

庭等対策総合支援事業費補助金につきましては、母子家庭自立支援事業に対する補助金でご

ざいます。地域子ども・子育て支援事業交付金につきましては、子ども・子育て支援法施行

に伴いまして、特別保育事業、山梨県放課後児童健全育成事業に対する補助金でございます。

保育所等整備交付金につきましては、民設民営方式による松島保育園の移転建てかえ事業と、

新規小規模保育園でありますげんきっこ保育園の整備事業に対する補助金でございます。保

育対策総合支援事業費補助金につきましては、賃貸物件を利用した新規小規模保育所であり

ますひよこ保育園の改修等の支援事業に対する補助金でございます。 

  28、29ページをお願いいたします。 

  ３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金でございますが、感染症予防事業費等補助

金につきましては、子宮頸がんと乳がんのがん検診に対する補助金でございます。母子保健

衛生費補助金につきましては、笛吹市の産後ケアセンターを活用した宿泊による産前産後ケ

ア事業及びこのはな産婦人科において実施している産後ケア事業、にこにこママルーム子育

て相談室に対する補助金でございます。 

  ７目土木費国庫補助金、１節土木費補助金でございますが、社会資本総合整備交付金につ

きましては、市営田畑団地２号棟の屋上外壁改修事業、木造住宅耐震診断及び改修事業、災

害時避難路通行確保対策事業、生け垣花壇推進事業の補助金でございます。なお、災害時避

難路通行確保対策事業の補助金には、平成29年度からの繰り越し事業に対する補助金1,046

万5,000円を含んでおります。防災安全社会資本整備交付金につきましては、橋梁長寿命化

に係る点検修繕事業、長塚名取線長塚橋通学路整備事業、御林尻線通学路整備事業の補助金

でございます。なお、御林尻線通学路整備事業の補助金には、平成29年度からの繰り越し

事業に対する補助金509万8,500円を含んでおります。翌年度繰り越し財源につきましては、

橋梁長寿命推進事業、公園整備事業に対する防災安全社会資本整備交付金でございます。４

節都市計画費補助金でございますが、都市公園事業費補助金につきましては、平成29年度
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からの繰り越し事業であります（仮称）上八幡公園整備事業、竜王中部公園整備事業に対す

る補助金でございます。地方創生道整備推進交付金につきましては、塩崎駅周辺整備事業に

係る新町山本線及び双田線、大垈線の道路改良事業に対する補助金でございます。この道整

備交付金につきましては、平成29年度からの繰り越し事業分であります8,944万4,509円を

含んでおります。社会資本整備総合交付金につきましては、幹線道路整備事業係る新町本線

道路整備事業に対する補助金でございます。翌年度繰り越し財源につきましては、塩崎駅周

辺整備事業に対する地方創生道整備推進交付金、幹線道路整備事業に対する社会資本整備交

付金でございます。 

  次に、９目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金でございますが、要保護等児童援助費

補助金につきましては、要保護児童及び特別支援学級児童に対する補助金でございます。学

校施設環境改善交付金につきましては、平成29年度からの繰り越し事業分であります敷島

小学校の大規模改修工事に対する補助金でございます。翌年度繰り越し財源につきましては、

小学校施設整備費に対する学校施設環境改善交付金でございます。２節中学校費補助金でご

ざいますが、要保護等生徒援助費補助金につきましては、要保護生徒及び特別支援学級生徒

に対する補助金でございます。学校施設環境改善交付金につきましては、平成29年度から

の繰り越し事業分であります玉幡中学校旧給食室解体工事に対する補助金でございます。翌

年度繰り越し財源につきましては、中学校施設整備費に対する学校施設環境改善交付金でご

ざいます。３節幼稚園費補助金につきましては、幼稚園就園奨励費補助金で、私立幼稚園

11園、194人に対する就園奨励費補助金でございます。４節社会教育費補助金につきまして

は、埋蔵文化財発掘調査のための補助金で、平成30年度は市内26カ所の調査を行ったとこ

ろでございます。 

  次に、10目災害復旧費国庫補助金、１節農林水産施設災害復旧費補助金でございますが、

楯無堰頭首工の災害復旧事業査定設計委託費等補助金でございます。 

  次に、３項委託金でございます。収入済額は1,403万5,708円で、前年度と比較いたしま

すと109万482円、7.2％の減額となっております。 

  １目総務費委託金、１節総務管理費委託金につきましては、自衛官募集事務市町村交付金

でございます。２節戸籍住民基本台帳費委託金につきましては、外国人の中・長期在留者住

居地届け出等の登録事務の委託金でございます。 

  ２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金でございますが、国民年金市町村事務費交付金

につきましては、国民年金事務の事務費交付金でございます。年金生活者支援給付金支給準
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備市町村事務取扱交付金につきましては、給付金システム改修費用に対する委託金でござい

ます。２節児童福祉費委託金につきましては、特別児童扶養手当の事務に係る交付金でござ

います。 

  30、31ページをお願いいたします。 

  続いて、15款県支出金を説明申し上げます。 

  収入済額は18億5,728万926円で、前年度と比較いたしますと8,414万1,869円、4.7％の増

額でございます。 

  １項県負担金の収入済額は12億5,249万9,627円で、前年度と比較いたしますと2,024万

1,038円、1.6％の増額でございます。 

  ２目民生費県負担金、１節社会福祉費負担金につきましては、生活保護費、障がい者の自

立支援医療費給付費の県負担金でございます。２節児童福祉費負担金につきましては、国庫

負担金と同様になりますが、児童入所施設措置費等負担金及び養育医療費県負担金につきま

しては、助産施設、それから母子生活支援施設に入所します経費、未熟児等の入院養育の医

療に係る助成金及び事務経費に対する負担金でございます。また、教育・保育給付費負担金

につきましては、市内私立保育所広域保育事業として、市外保育所に児童を入所させるため

に要する経費及び認定こども園等に要する経費に対する負担金でございます。３節児童手当

負担金につきましては、国庫負担金と同様、中学校終了前までの児童を対象に支給する児童

手当ございます。４節保険基盤安定負担金につきましては、国民健康保険と後期高齢者医療

保険の基盤安定の負担金でございます。６節災害弔慰金負担金につきましては、国庫補助金

と同様になりますが、御嶽山噴火による被災遺族への災害弔慰金でございます。７節介護保

険負担金につきましては、先ほどの国庫負担金と同様、消費税率引き上げに伴いまして、低

所得者の介護保険料の負担軽減を図るための県負担金でございます。 

  ３目衛生費県負担金、１節保健衛生費負担金につきましては、予防接種事故救済事業、休

日・夜間急患診療体制整備に対する県負担金でございます。 

  次に、２項県補助金の収入済額は４億3,072万2,525円で、前年度と比較いたしますと

4,671万5,788円、12.2％の増額でございます。 

  まず、１目総務費県補助金、１節総務管理費補助金の山梨県消費者行政推進交付金等市町

村事業費補助金につきましては、市が行う消費生活への取り組みに要します経費に対する補

助金でございます。２節企画費補助金の鉄道通学支援による人口転出抑制実証事業補助金に

つきましては、県外の大学等に自宅から通学する学生を対象とした通学定期券の購入費補助
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事業に対する県補助金でございます。 

  次に、２目民生費県補助金、１節社会福祉費補助金につきましては、地域生活支援事業、

重度心身障者医療費、地域自殺対策強化事業費、32、33ページをお願いいたします。高齢

者社会活動推進等事業など県からの補助金でございます。２節児童福祉費補助金につきまし

ては、ひとり親家庭の医療費助成事業、特別保育事業、放課後児童健全育成事業、乳幼児医

療費助成事業、地域子ども・子育て支援事業、教育・保育給付費地方単独費用等の補助金で

ございます。 

  次に、３目衛生費県補助金、１節保健衛生費補助金につきましては、健康手帳の交付、健

康増進法に基づく健康増進事業に対する県の補助金でございます。 

  ５目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金につきましては、農業委員会費補助金、農

業次世代人材投資事業、農業基盤整備促進事業、日本型直接支払事業等の補助金でございま

す。２節林業費補助金につきましては、被害木伐採事業に対する松くい虫被害対策事業補助

金、松くい虫による被害木に対して薬剤燻蒸処理を実施する造林事業に対する補助金でござ

います。３節地籍調査費補助金は、敷島地区の地籍調査費補助金でございます。 

  ７目土木費県補助金、34、35ページをお願いいたします。１節土木費補助金は、木造住

宅の耐震診断や耐震改修等に対する補助金でございます。 

  次に、９目教育費県補助金でございます。 

  １節小学校費補助金及び４節幼稚園費補助金は、東日本大震災により被災した児童へ支出

する就学支援費に対する補助金として予算計上いたしましたが、支出はありませんでしたの

で収入はございません。２節中学校費補助金でございますが、運動部活動顧問任用事業費補

助金につきましては、部活動の指導に当たる教員の負担軽減のため、退職者などを顧問とし

て公立中学校に配置する事業に対する補助金でございます。被災生徒就学支援事業費補助金

につきましては、東日本大震災により被災した生徒へ支出した就学支援に対する補助金でご

ざいます。３節社会教育費補助金は、埋蔵文化財の調査事業に対する補助金でございます。

教育総務費補助金は、半日勤務の学力向上支援スタッフに対する補助金でございます。 

  ３項委託金につきましては、収入済額１億7,405万8,774円で、前年度と比較いたします

と1,718万5,043円、11.0％の増額でございます。 

  １目総務費委託金、１節総務管理費委託金につきましては、土地利用規制対策に対する県

からの交付金でございます。また、人権啓発活動地方委託費につきましては、毎年、県内の

３市町村に人権啓発活動が委託され、その活動に対する委託金でございます。 
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  ２節選挙費委託金は、平成31年１月27日執行の知事選挙及び31年４月29日執行の県議会

議員選挙に係る委託金でございます。３節統計調査費委託金につきましては、工業統計調査、

住宅土地統計調査等の各種統計調査の交付金でございます。４節移譲事務交付金につきまし

ては、県からの移譲事務に対する交付金でございます。６節在外選挙人名簿登録事務交付金

は、在外選挙人名簿の登録事務に対する交付金でございます。 

  ２目民生費委託金、２節生活保護費委託金につきましては、中国残留邦人を支援するため

の事務経費に対する委託金及び厚生労働省が行う社会保障生計調査に対する委託金でござい

ます。 

  36、37ページをお願いいたします。 

  ３目衛生費委託金、１節環境衛生費委託金につきましては、自然環境保全地区の管理に対

する委託金でございます。 

  ５目農林水産業費委託金、１節農業費委託金の県営土地改良事業事務費委託金につきまし

ては、双葉北部地区の圃場整備換地計画等業務に対する委託金でございます。 

  次に、８目教育費委託金、１節学校教育費委託金の道徳教育研究推進校事務委託金につき

ましては、竜王北中学校が平成28年度から30年度までの３年間、県の研究推進校となって

おりまして、学校における道徳教育の充実と地域に根差した道徳的実践活動の充実を目的と

した事業に対する平成30年度の委託金でございます。また、主体的・対話的で深い学び推

進事業委託金につきましては、敷島北小学校が30年度から令和２年度までの３年間、県の

推進校として指定され、学習内容や指導方法の改善を推進し、教育課程の充実を目的とした

事業に対する委託金でございます。２節社会教育費委託金は、山梨県文化財保護条例の事務

委託金でございます。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） ご苦労さんです。これで説明が終わりました。 

  これより、説明に対しまして質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 27ページの国庫補助金の収入未済額ですが、これは繰り越しの対応

ということでよろしいんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 山田課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） おっしゃるとおりでございます。 
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○委員長（藤原正夫君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 31ページの一番下、地域自殺対策強化事業費補助金ですが、結構な

額なんですが、これはどこか１つの課へまとめていくのか、それともあちこち散らばすのか、

ちょっとその辺、教えてください。 

○委員長（藤原正夫君） 屋福祉部長。 

○福祉部長（ 屋達巳君） こちらの県の補助金に対しましては、それぞれの課に自殺防止対

策事業として、県の補助金要綱で該当となるものがございまして、そちらのほうに配分して

おります。 

○委員長（藤原正夫君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 後で結構ですので、それぞれ、どこにどのくらいかというのは教えて

ください。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） じゃ、後で。今、わかりますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） わかるそうですので。 

  屋部長。 

○福祉部長（ 屋達巳君） まず、市民活動支援課の行っております無料法律相談会に16万

5,000円、それから市民相談、行政相談に７万円、それから生涯学習文化課で行っておりま

す家庭教育支援カウンセリングに36万円、子育てしゃべり場に３万円、それから人事課で

持っています青少年育成カウンセラーの人件費に336万円、それから福祉課で行っておりま

す自殺対策計画の策定業務に５万円、以上合計403万5,000円の内容となっています。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

○委員（松井 豊君） はい。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございませんか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 27ページ、先ほどの国庫補助金のところ、最初に説明の中で43％減

という話がありましたけれども、主なそういう、どういう理由ですか。 

○委員長（藤原正夫君） 山田課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） ３億5,000万円の減ということの内容でよろしいですか。主

には国庫補助金が５億2,000万円ほど減額になっています。その主な要因といたしましては、
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土木費補助金の中の都市計画費補助金が減額となっておりますので、それが３億円ほど減額

になっております。そこが主な要因かと思います。 

  以上であります。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 29ページの衛生費のところで、感染症予防事業費補助金、子宮頸が

ん、乳がんのところなんですけれども、子宮頸がんはご存じのように、ちょっと今、特別に

推奨しないということなんでしょうけれども、この金額というのは、やっぱり実態に合わせ

て、次のこの結果だと決算だと、次のときも減らされるのかどうなのか、その辺のところを

お聞きしたいんです。 

○委員長（藤原正夫君） 小宮山子育て健康部長。 

○子育て健康部長（小宮山正美君） 感染症予防事業補助金ということで、この内訳で乳がん、

子宮頸がんということで、子宮頸がんの部分でございますけれども、今、注目されてはおり

ますけれども、実績に従ってということになりますので、大体同じような金額を今後も見込

んでおります。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） もし、例えば子宮頸がんに対して、また解決されて、また推奨するよ

うになった場合には、またそれは変わる可能性もあるということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 小宮山部長。 

○子育て健康部長（小宮山正美君） そのとおりでございます。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで14款国庫支出金及び15款県支出金について終了します。 

  次に、16款財産収入から19款繰越金について、一括で説明を求めます。 

  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 引き続きお願いいたします。 

  決算書の36、37ページをお願いいたします。 

  16款財産収入でございます。収入済額は１億3,536万8,988円で、前年度と比較いたしま

すと9,996万6,435円、282.4％の増額でございます。この増額の内容でありますけれども、



－384－ 

市有地の不動産売払収入が増額となったことが主な要因でございます。 

  １項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節不動産貸付収入につきましては、普通財産の

貸付収入でございます。 

  ２目利子及び配当金、１節利子及び配当金につきましては、財政調整基金を初めとする

14の基金に対する利子でございます。 

  ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、１節不動産売払収入につきましては、普通財産

である市有地の売却及び法定外導水路の用途廃止に伴います売却でございます。なお、前年

度と比較いたしますと9,713万4,782円増額しておりますが、売却した市有地には、旧敷島

保育園跡地、中下条の宅地を一般競争入札で売却したことによりまして増額となったもので

ございます。 

  次に、17款寄附金でございます。収入済額は４億3,308万890円で、前年度と比較いたし

ますと２億1,824万2,527円で、101.6％の増額となりました。この増額の主な要因は、ふる

さと応援寄附金が増額となったことによるものでございます。 

  38、39ページをお願いいたします。 

  １項寄附金、１目一般寄附金、１節一般寄附金につきましては、１件の寄附がございまし

た。２節ふるさと寄附金につきましては、２万4,207件の寄附がありました。ふるさと応援

寄附金につきましては、寄附金の特典に多くの特産品を加えたこと及び新たなふるさと納税

ポータルサイトを導入したことにより、前年度と比較し２億1,810万1,561円、101.9％の増

額となりました。 

  ２目総務費寄附金、１節総務費寄附金につきましては、個人１名からの寄附でございます。 

  ３目民生費寄附金、２節児童福祉費寄附金につきましても、個人１名からの寄附でござい

ます。 

  ４目衛生費寄附金、１節衛生費寄附金につきましては、企業２社からの寄附でございます。 

  次に、18款繰入金でございます。収入済額は５億7,751万6,599円で、前年度と比較いた

しますと３億7,012万914円、39.1％の減額でございます。 

  １項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、１節財政調整基金繰入金につきましては、財

源不足分を補塡するための繰り入れでございます。 

  ５目中山間ふるさと水と土保全対策基金繰入金、１節中山間ふるさと水と土保全対策基金

繰入金につきましては、茅ヶ岳東部広域農道にノウゼンカズラ植栽工事費を農林業施設

維持管理事業に充当するために繰り入れたものでございます。 



－385－ 

  11目クラインガルテン基金繰入金、１節クラインガルテン基金繰入金につきましては、

新規レジシステム等の購入費を中北部活性化事業に充当するため繰り入れたものでござ

います。 

  12目地域振興基金繰入金、１節地域振興基金繰入金につきましては、当該年度のサテラ

イト双葉から競輪場外車券売り場等の地元対策費相当分をこども医療費助成事業へ充当す

るため繰り入れております。 

  40、41ページをお願いします。 

  次に、２項特別会計繰入金でございます。３目介護保険特別会計繰入金、10目介護サー

ビス特別会計繰入金、11目後期高齢者医療特別会計繰入金、12目合併浄化槽事業特別会計

繰入金につきましては、それぞれ前年度の決算に伴いまして、一般会計からの繰出金を精算

し、繰り入れるものでございます。 

  次に、19款繰越金につきましては、前年度からの繰越金でございまして、決算額は12億

1,784万2,197円であります。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） ご苦労さまです。説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、質疑を終了します。 

  これで16款財産収入から19款繰越金について終了します。 

  次に、20款諸収入について説明を求めます。 

  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 引き続きよろしくお願いします。 

  決算書、同様に40、41ページをお願いいたします。 

  20款諸収入でございます。収入済額は６億8,019万2,126円で、前年度と比較いたします

と3,441万2,887円、4.8％の減額でございます。 

  １項延滞金、加算金及び過料でございます。１目延滞金、１節延滞金につきましては、市

税等の延滞金でございます。 

  ２項市預金利子、１目市預金利子、１節市預金利子につきましては、歳計現金分の預金利

子でございます。 
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  42、43ページをお願いいたします。 

  ３項受託事業収入、１目民生費受託事業収入、１節児童福祉費受託事業収入につきまして

は、保育所の他市町村からの受け入れに対する収入でございます。 

  ３目教育費受託事業収入、１節社会教育費受託事業収入につきましては、大下条地内の都

市計画道路田富町敷島線道路改良工事において発見された出土品等の整理分析調査費用は、

全額原因者である山梨県の負担となるため、文化財調査受託事業収入として受け入れたもの

でございます。 

  ４目総務費受託事業収入、１節総務管理費受託事業収入につきましては、山梨県広報の配

布のための県からの受託事業収入でございます。 

  ４項貸付金元利収入、１目労働費貸付金元利収入、１節労働費貸付金元利収入につきまし

ては、勤労者生活安定資金預託金の返戻金でございます。 

  次に、５項雑入でございます。収入済額６億4,469万863円で、前年度と比較いたします

と3,767万6,984円、5.5％の減額でございます。 

  まず、１目雑入でございますが、重立ったもののみの説明とさせていただきます。１節総

務費雑入でございます。山梨県市町村振興協会市町村交付金につきましては、新市町村振興

宝くじ、ハロウィンジャンボ宝くじになりますけれども、その収益金をもって交付されるも

のでございます。そのほか、県道拡幅工事に伴う光ケーブル移設補償、職員の負担による職

員駐車場使用料、雇用保険料被保険者負担金、次の44、45ページをお願いいたします。コ

ミュニティ助成事業につきましては、自治総合センター、一般コミュニティ助成事業におき

まして２つの自治会が採択された助成費でございます。２節民生費雑入につきましては、山

梨県後期高齢者医療広域連合からの派遣職員費分、山梨県後期高齢者健康診査、健康推進事

業費補助金、生活保護費用返還金、重度医療高額療養費納付金、延長保育事業でございます。

収入未済額につきましては、生活保護費用返還金及び児童扶養手当返還金でございます。３

節衛生費雑入につきましては、リサイクル品売払収入、指定ごみ袋売払収入などでございま

す。４節労働費雑入につきましては、勤労青少年ホームの公衆電話使用料として計上いたし

ましたが、収入はございませんでした。５節農林水産業費雑入につきましては、山梨県土地

改良事業団体連合会からの適正化事業に対する土地改良施設維持管理適正化事業交付金など

でございます。６節商工費雑入につきましては、サテライト双葉の競輪場外車券場の地元対

策費、競艇場外舟券場の環境整備協力費などでございます。７節土木費雑入につきましては、

国有河川占用料、都市計画図等の売りさばき代などでございます。８節消防費雑入につきま



－387－ 

しては、消防団員福祉共済制度加入事務費等でございます。 

  次の46、47ページをお願いいたします。 

  ９節教育費雑入につきましては、小・中学校給食費が主な収入でございます。収入未済額

につきましては、小・中学校の給食費でございます。このほか、埋蔵文化財調査負担金につ

きましては、民間企業による宅地造成工事に伴う埋蔵文化財の調査負担金でございます。ま

た、ふれあい文化館電気使用料は指定管理者である公益財団法人山梨県文化学習協会からの

電気料相当額でございます。Ｂ＆Ｇ財団海洋センター修繕助成金につきましては、敷島Ｂ＆

Ｇの屋根等の修繕費に対するＢ＆Ｇ財団からの助成金でございます。２目滞納処分費、１節

滞納処分費につきましては、公売に伴います不動産公売鑑定料などでございます。 

  ３目過年度収入、１節社会福祉費負担金過年度収入につきましては、平成29年度分の生

活保護負担金不足分の追加交付分でございます。２節児童福祉費負担金過年度収入につきま

しては、平成29年度分の保育所等教育保育給付費に係る国庫及び県負担金の追加交付分な

どでございます。５節介護保険負担金過年度収入につきましては、平成29年度分の低所得

者保険料軽減国庫負担金不足分の追加交付分でございます。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） 説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） すみません、40ページの延滞金ですね。これで1,604万4,990円、こ

れは現金で収納したというやつですね。 

○委員長（藤原正夫君） 剣持市民部長。 

○市民部長（剣持豊彦君） そのとおりであります。 

○委員長（藤原正夫君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 46ページの滞納処分費というのは、これは延滞金に対して現物を差

し押さえて処分して、それを収入に入れたという形なんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 剣持市民部長。 

○市民部長（剣持豊彦君） 滞納されている方の財産を処分をして税に充てるということで、

そのために滞納処分費としまして、その鑑定評価をいたします。その分を公売された金額か

ら引いて、その分をこちらのほうに入として入れております。 
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  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 滞納処分した金額というのは、その方の滞納から差し引かれるわけで

すね、結構です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 45ページの交通共済加入事務費なんですが、これはどのぐらいの人

数分なんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 石合生活環境部長。 

○生活環境部長（石合雅史君） 加入が8,038人ということで、約10.72％の加入となってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） これはあれでしょうか、目標とか加入率を上げるとか、何かそういっ

たことというのは、何か考えはあるんですか、特に。 

○委員長（藤原正夫君） 石合部長。 

○生活環境部長（石合雅史君） 特に決められた一定の加入率というものはございませんけれ

ども、毎年、加入前の広報「甲斐」等で加入のお知らせをして、促進を図っているところで

あります。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 衛生費の中の看護学生の実習指導委託料がありますが、これは毎年何

人ぐらい受け入れているということなんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 子育て健康部長、小宮山部長。 

○子育て健康部長（小宮山正美君） 看護学生の受け入れですけれども、毎年、大学の３年・

４年生を７人、７人の14人受け入れております。 

  以上でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） これは健康増進課かどこかで受け入れているんですか。 

○委員長（藤原正夫君） 小宮山部長。 

○子育て健康部長（小宮山正美君） 健康増進課で受け入れております。 
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○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 商工費の中で、ラインスタンプの購入料の分配金がありますが、ライ

ンスタンプというのはどういったあれですか、やはたいぬのか何かですか。 

○委員長（藤原正夫君） 山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） おっしゃるとおり、やはたいぬ君のラインスタンプでありま

す。 

  以上であります。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） これは伸びていますかというか、どうなんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 山田課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 直接担当ではないので細かいことはわかりかねるんでありま

すけれども、動くやはたいぬ君というものを、リニューアルで新しくつくりました。それに

よって若干というか、伸びていると記憶しております。 

  以上であります。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 47ページの下から２行目なんですが、図書館の資料の弁償費という

のがありますけれども、図書館のどういったものの弁償なのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（藤原正夫君） 樋口教育部長。 

○教育部長（樋口 充君） 貸し出ししました本の水にぬれたとか、また汚れ等に対しての弁

償費用でございます。 

○委員長（藤原正夫君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 物によってでしょうけれども、全額弁償するとか、そういうこともあ

るんですか、そういうものもありましたか、どういう、何冊ぐらいだったんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 樋口教育部長。 

○教育部長（樋口 充君） 書籍につきましては110件、あとビデオ、それについては８件、

またケース等で６件、全体で124件ございました。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで20款諸収入について終了をいたします。 
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  次に、21款市債について説明を求めます。 

  山田企画財政課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 最初に、先ほどの質問で住宅使用料につきまして、収入未済

額の内訳を教えていただきたいということでありましたので、現年が23万7,300円、過年が

1,333万8,650円、件数としますと現年が３件、過年が15件。 

  以上であります。 

  続きまして、21款の市債について引き続き説明をさせていただきます。 

  46、47ページをお願いいたします。 

  21款市債であります。 

  市債の収入済額につきましては21億8,814万円でございます。 

  １項市債、１目総務債、２節臨時財政対策債は７億円でございます。臨時財政対策債の発

行可能額は10億7,011万6,000円でありましたけれども、発行額を７億円に抑制したところ

でございます。普通交付税措置額につきましては、臨時財政対策債の発行可能額全額を借り

入れたものとみなされまして、元利償還金相当額の100％が交付税措置されますことから、

３億7,011万6,000円の財源を留保したと言えると思います。 

  ７目土木債、１節道路橋梁事業債につきましては、辺地債といたしまして下芦沢線道路改

良工事に充当したもので、収入済額は2,060万円でございます。 

  次の48、49ページをお願いいたします。 

  ８目消防債、２節緊急防災減災事業債につきましては、緊急防災減災事業債といたしまし

て、新型Ｊアラート、全国瞬時警報システムでありますけれども、その工事に充当したもの

で、収入済額は270万円でございます。 

  10目災害復旧債、１節災害復旧債につきましては、補助直轄災害復旧事業債といたしま

して、楯無堰頭首工災害復旧事業に充当したもので、収入済額は730万円でございます。 

  12目合併特例債につきましては、保育園建てかえ事業、塩崎駅周辺整備事業、道路新設

改良事業、河川改修事業、双葉ふれあい文化館空調設備改修事業、平成29年度からの繰り

越し事業である公園整備事業、敷島小学校大規模改修事業などのために借り入れを行いまし

た13億7,540万円、25年度に借り入れしました合併特例債の借りかえのための借り入れをし

ました8,214万円でございます。 

  恐れ入りますけれども、もう一度決算審議資料の５ページをお願いいたします。 

  地方債現在高（普通会計）といたしまして、平成30年度末の現在高が記載されておりま
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す。先ほど申し上げました本年度の借り入れ額と30年度中の償還によりまして、平成30年

度末の一般会計の市債現在高につきましては、一般会計の一番下になります計（１）の右か

ら２列目に記載してありますとおり243億617万5,000円となっておりまして、一番右の列の

とおり平成29年度末の現在高と比較いたしますと、５億9,476万1,000円減となったところ

でございます。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） ご苦労さまでした。説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） すみません、臨時財政対策債という性質をちょっと伺いたいんですけ

れども、これは市債であっても、市の一般会計から返さなくて、国から補助が出るというも

のなんでしょうか。 

○委員長（藤原正夫君） 山田課長。 

○企画財政課長（山田 洋君） 臨時財政対策債というものは、もともと交付税の成りかわり

と言われているものであります。交付税、国と地方で折半して借金をして交付税を賄いまし

ょうということで借り入れができるものでございます。限度額が国から示されます。先ほど

申し上げた10億何がしというのが借り入れ限度額になります。その10億を借りても借りな

くても、交付税上は10億を借りたものとみなされて元利償還金が算入されます。甲斐市の

場合は、その10億円を７億円に抑制していますので、７億円の借り入れに対して、償還は

当然行いますけれども、交付税上は10億に対しての償還があったものとみなして元利償還

金分が算入されるというシステムになっております。雑駁な説明ですけれども、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（藤原正夫君） よろしいですか。 

○委員（谷口和男君） はい。 

○委員長（藤原正夫君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで21款市債について終了します。 

  以上で歳入を終了し、一般会計決算の質疑を終了します。 
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  これより本委員会に付託されました認定第１号 平成30年度甲斐市一般会計歳入歳出決

算認定の件について、順次、討論・採決を行います。 

  まず、本案に対する討論はありませんか。 

  まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 共産党市議団、松井豊です。 

  30年度の一般会計の反対討論をさせていただきます。 

  本決算は、279億900万余の歳入と、265億9,700万余の歳出で、実質収支は13億1,200万余

円です。普通会計の主要指標はおおむね良好ではありますし、また、医療、福祉、教育にも

一定の配慮がなされているものと考えますが、指摘するべき事項もあります。 

  まず、歳入については、市民の消費税納税分約130億円と推計されますが、消費税交付金

は13億500万円余で、本来の消費税徴収の目的、高齢化社会での社会保障の充実という役目

を果たしていません。政府にももっと増額を要求すべきです。またサテライト双葉の公営賭

博からの納入については納得できません。 

  歳出では、行政サービスの根幹をなす正規職員の定数が極めて少なく、人口1,000人当た

りの人件費では、県内では最下位です。また全国の類似市町村、財政的同規模の市町村の中

でもかなり下位にある状況です。各項目で言いますと、商工農林などの経費が、もっと充実

されるべきです。住宅リフォーム助成制度の耐震リフォームと切り離した制度も実現すべき

です。また、福祉、教育について言いますと、中３までの医療費無料化については、漏れな

く受けられる窓口無料化にすべきとともに、高校３年までの部分についても拡大すべきです。

また、子供の貧困の状況を考慮し、給食費等の段階的あるいは困窮度に応じた負担軽減を図

るべきです。マイナンバー制度の推進については支持できません。 

  詳細については本会議で指摘をしたいと思いますが、おおむね以上のような論点から反対

討論とさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 甲斐市民クラブ、滝川美幸でございます。 

  認定第１号 平成30年度甲斐市一般会計歳入歳出決算認定の件について、賛成の立場か

ら討論いたします。 
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  本市の平成30年度一般会計の歳入については、決算額は279億964万6,250円で、前年度対

比3.3％の減額となっております。歳入の根幹である市税は、収納率を0.6％引き上げたこ

とにより、収入済額は前年度対比9,803万円、1.1％の増額を実現しております。また国・

県支出金の積極的な獲得及び財政調整基金等を有効に活用する中、堅実な財源の確保を図っ

た努力がうかがえます。 

  次に、歳出でありますが、決算額は265億9,720万9,807円で、前年度対比3.7％の減額と

なっています。増加する社会保障関係経費に的確に対応する中で、主要事業である塩崎駅周

辺整備事業や公園整備事業などを執行するとともに、創甲斐教育の推進や敷島小学校大規模

改修工事など、市民生活に直接かかわる事業に対しまして、効率的・効果的な予算執行がな

されているものと総括することができます。 

  本市の将来像である緑と活力あふれる生活快適都市の実現に向け、将来を見据えた的確な

判断と、臨機応変な実行力を備えた財政運営に期待し、賛成討論といたします。 

  以上です。 

○委員長（藤原正夫君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤原正夫君） なければ、これで討論を終わります。 

  これより、本案について採決します。 

  本案は起立により採決をします。 

  お諮りします。本案に賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（藤原正夫君） ご着席ください。 

  起立多数であります。 

  したがって、本案は原案のとおり認定すべきものと決定されました。 

  なお、委員会報告につきましては、委員長にご一任を願います。 

  以上で認定第１号 平成30年度甲斐市一般会計歳入歳出決算認定の件を終了します。 

  以上で本日の審査を終了し、散会とします。 

  明日も午前９時30分より再開しますので、よろしくお願いをいたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時５６分 


